
－１２３－ 
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    ◎開議の宣告   

○議長（清水敏夫君）  おはようございます。議員各位には、連日の執務御苦労さまでございます。 

 ただいまの出席議員は、18名であります。定足数に達しておりますので、これより会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してありますのでお願いをいたします。 

 なお、本日、北濃小学校６年生の皆さんの傍聴を許可しておりますので、お願いいたします。 

（午前 ９時３０分）  

──────────────────────────────────────────── 

    ◎会議録署名議員の指名   

○議長（清水敏夫君）  日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第88条の規定により、会議録署名議員には、７番 鷲見馨君、８番 山田忠平君を指名

いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎一般質問   

○議長（清水敏夫君）  日程２、一般質問を行います。 

 質問につきましては、通告に従いましてお願いをいたします。 

 なお、質問の順序はあらかじめ抽せんで決定しております。質問時間につきましては、答弁を含

め40分以内でお願いをいたします。また、答弁につきましては、要領よくお答えをされますようお

願いを申し上げます。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 山 川 直 保 君   

○議長（清水敏夫君）  それでは、１番 山川直保君の質問を許可いたします。 

 １番 山川直保君。 

○１番（山川直保君）  おはようございます。議席番号１番の山川直保でございます。ただいまから

一般質問をさせていただきますが、時間のある限り、４点について質問をさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 まず、１点目といたしまして、ソチオリンピックの銅メダリストであります平岡卓選手のスノー

ボードクラブフッドの活躍についてでございます。２点目としましては、障害福祉政策でございま

す。３点目は、小さな企業の明日創造事業についてでございます。最後の質問は、地方債の借り入

れ方法及び利率の交渉について、以上、４点について質問させていただきます。 

 それでは、１点目のソチオリンピックの銅メダリスト平岡選手の活躍についてお伺いをしたいと

思いますけれども、去る３月の12日に、平岡選手のオリンピック報告会が郡上市で行われました。
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そのとき、大変多くの市民の方々にも御参加いただきまして、私も、皆さんが平岡選手の活躍を祝

福し、そして、讃えて感動をした次第でございます。 

 そして、私が一番この報告会で感じた印象は、平岡選手と、そして、フッドの山田社長の本当に

謙虚で紳士で、そのスポーツマンシップにのっとったすばらしい人格を備えている方だというふう

に思いました。 

 また、皆さんも気づいていると思いますけれども、何がすごいかと申しますと、オリンピックに

出場される選手の方々は、大体が大企業もしくは上場企業、そして、世界に名立たる企業の方々が

スポンサーにはなっておみえですけれども、この平岡選手につきましては、この郡上市の小規模企

業と言っては失礼かもしれませんけれども、そうした企業がサポートをしている、ごくわずかな存

在だというふうに思っております。 

 そのような世界でありながら、この平岡選手を小学校３年生から９年間にわたり支えられました

山田社長には、敬意が下がる思いがいたします。 

 山田社長に聞くところ、やはり、お父さんの力が一番すごかった。それに加えて、ワールドカッ

プのコースを有するこの郡上の、スノーパークのこのハーフパイプ、そうした環境も整っておって、

このようなすばらしい成績が生まれたんだということを語っておられました。 

 加えて申し上げるならば、報告会の山田社長の言葉の中で、未来の子どもたちに向けた印象深い

言葉があったと思います。それは、同じ目標を持つライバルを見つけてくださいという言われ方を

されました。それは、ただただ勝負にこだわって勝ち負け、それだけではないライバルをしっかり

と探していこうという言葉だと思います。 

 今回、ソチオリンピックの大会、ほかの種目でも日本人選手すばらしい活躍と感動を得ることが

できたわけでございますが、そこで、今回活躍した銅メダリスト平岡卓選手が本市にもたらしてい

ただいたものは何であったかということを教育長にお尋ねいたします。 

○議長（清水敏夫君）  それでは、山川直保君の質問に答弁を求めます。 

 教育長 青木 修君。 

○教育長（青木 修君）  おはようございます。それでは、平岡選手が、郡上市にもたらしたものに

ついて私のほうからお答えをさせていただきます。 

 ３点だったと思いますが、１つは、夢と感動を子どもたちに与えていただいたということ、それ

から、郡上市のウインタースポーツへの関心を高めたこと、３点目としては、郡上市に非常に効果

的なＰＲになったと、この以上に絞られると思いますが、１つ目の夢と感動を与えたということに

ついては、平岡選手でもそうですし、それから、ほかの選手もそうですが、練習の拠点が高鷲ス

ノーパークという非常に身近な施設であったということで、いわば郡上育ちの選手がメダリストに

なったということで、身近な選手としての活躍が、子どもたちのいわば夢、あるいは感動を与えた
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というふうに思います。 

 それから、スノーボードのワールドカップを郡上で開催をしましたけども、そのときに平岡選手

は前走を務めてくれました。その前走を務めてくれたときに、いずれ世界大会に出場したい、ある

いはオリンピックに出場したいというそういう夢を持ち、その夢をかなえるまで本当に努力された。

夢を実現をする人が、子どもたちの目の当たりにあったということ、それが、一つは夢とか、ある

いは感動につながったんではないかというふうに思います。 

 それから、２つ目のウインタースポーツへの関心を高めたということにつきましては、これは、

高鷲スノーパークのいわばハーフパイプの施設が、国内で最大級の施設であり、かつまたメダリス

トを育てるほどの非常に優れた施設であったということで、それが郡上にあるということで、ウイ

ンタースポーツにふさわしい施設として郡上にそういったものがあるということで、スポーツに対

する関心を高めたと思いますし、もう一点は、ことしから始まりましたスキー場へのいわばリフト

の優待制度、それが、小中学生、高校生に大変スキーに対する関心を高めるということで、しかも、

スキー場へ行った子どもたちが、郡上にはこんなにたくさんの特色のあるスポーツ施設があるのか

ということで、それが、いわばウインタースポーツとしてのメッカになり得るという意味での関心

を高めたというふうに思っております。 

 それから、郡上市への効果的なＰＲのきっかけとなったということにつきましては、平岡選手の

活躍ということで、テレビの取材、それから、新聞の取材も非常に多くありましたし、私どもが把

握している段階では、新聞記事で郡上市、あるいは高鷲スノーパークという、そういった見出しが

載ったのが、獲得後の１週間でおよそ30件に上るということで、非常にこれも大きなＰＲになった

んではないかというふうに思います。 

 また、スキー場の見込み客につきましては、メダル獲得前後も含めてですが、それぞれのスキー

場への、いわば入込客が非常に多くなったということで、高鷲スノーパークでいいますと、30％近

い伸びになっておりますし、また、各スキー場も、昨シーズンと比べて、前半は少し見込みは少な

かったんですけども、それが、昨年同期に比べてほぼ100％に近い状態に戻ったということで、こ

れも大きな経済効果ではなかったかなというふうに思っております。 

 以上です。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  そこで、再質問をさせていただきたいわけですけれども、市長にお伺いをい

たしたいと思います。 

 こうした選手の活躍を見られまして、市長の施政方針にもございました。小中学生のスポーツの

強化、その必要性を市長も感じられているのではないでしょうか。 
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 そこで、今後、市としては、どのように育成強化を図られるのか、所見を伺いたいと思いますし、

ここでもう一点提案をさせていただきたいと思います。 

 郡上市には、郡上市スポーツ競技全国大会等出場選手激励交付金基準というものが、郡上市教育

委員会のほうにあります。この私は変更を、見直しをお願いしたいということを思っております。 

 これは、平岡選手をサポートされました山田社長の考え方にも学ぶことができると思います。山

田社長は、ふるさと岐阜の、ふるさと郡上の明るい未来の応援として、これまでにも本当に桁の違

う大きな寄附金を毎年毎年されております。その寄附の意味は、スポーツ振興でいえば、ジュニア

選手の育成につながることを願っての寄附であると思いますし、あの日のスピーチで言われません

でしたけれども、私が報告会の２日前にお話する機会がございました。そのとき山田氏はこう言わ

れております。 

 ただ、自分のビジネスのためにチームをつくっているのではない。スノーボード選手のサポート

をすることは、郡上の環境を生かしたスポーツ振興と子どもたちのフレンドリーシップを高めるこ

とにつながる。そして、結果として、今回は、スノーボードの普及拡大につながり、かつ経済効果

をもたらしたかもしれない。しかし、スポーツでは、ただ勝つための昔あったような忠誠心の必要

性は過去の遺産であり、大切なことは、いかに友人や環境が身近な存在であり、そして、いかにフ

レンドリーシップの精神を備えることができるかに限るというようなことを、正確ではないですけ

れども、私に話してくださいました。 

 そこで、こうした大きな大会へ出場される選手への激励の考え方についてもお伺いしたいと思う

んですが、そのこと以前に、まず選手の出場が今回決定してからの市の対応が遅かったことを指摘

させていただきます。 

 それは、平岡選手のソチ出場が決定したのは１月14日でございました。岐阜県知事からは毛筆の

直筆で、その３日後の17日に、有限会社フッド平岡卓様宛として激励文が寄せられました。郡上市

が対応されましたのは、そのさらに10日後の27日になってようやく激励メッセージと、そして、激

励金が激励金基準によって手渡されたのであります。10日ほども遅い対応だったと思います。 

 その理由についてはお聞きしませんけれども、その激励金がまた基準にのっとり１万円だという

ことをお聞きしております。これは、市の基準でありますけれども、その1万円という額、少ない

か多いか、それは皆さんの個々の価値観によるものだと私は思いますけれども、私が感ずるには、

その１万円という額は、オリンピックに対して、考えてみれば、子どものお年玉の額とか香典の額

とか、そのような額並みだということを感じます。 

 そこで、県内の各自治体の激励金を送っているその実態を教育委員会は把握しておみえのことと

思いますが、これは通告しておりませんので、私のほうから申し上げていきたいと思います。 

 まず、お隣の下呂市の場合は、オリンピック出場５万円、高山市、これも、オリンピック出場が
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５万円、飛騨市も５万円、そして、山県市は、オリンピック、パラリンピック、そして、ワールド

ゲームス、アジア大会、ユニバーシアード大会と、これは25万円の市の商品券、振興券ですけれど

も、これは、山県市はつけておられます。山県市は聞くところによりますと、現金交付というのは

もうほとんどない。全部これを振興券で渡しているそうであります。また、岐阜市は、オリンピッ

ク、アジア大会、これも５万円です。前の議長にお尋ねしましたところ、この３月議会でこの補助

金、向こうは補助金なんですけど、補助金の交付を考慮中ということでありました。関市について

は、マラソン大会で返答がいただけませんでしたし、美濃市の場合は5,000円ということで要綱も

ないと、慣例によるということでございました。 

 また、参考として関連の数字を申し上げますけれども、先ほど教育長から130％と申し上げられ

ました。それは、私も、マスコミ、テレビで見た数字でありまして、実態を私の調べた中で申し上

げたいと思いますが、これも、通告にございませんので、私が申し上げたいと思います。資料もお

配りしておりますけれども、資料を見ていただきますと、この２週間、平岡選手がメダルをとって

から２週間です。これで、昨年同期が36万550人だった。それが、今期、同じ同期、２週間、39万

2,600人でありました。合計で３万2,050人の増の、これは郡上市全体で109％でございました。ス

ノーパークにつきましては、112％というのが、これ高鷲観光協会の調べでわかっております。 

 平岡選手の活躍前というものは、前年比98％でしたので、それで推移してきておりましたので、

この３万2,050人というものは、平岡選手の効果であったということが言えます。 

 そこで、３月15日の高鷲観光協会局長の各スキー場からの聞き取り調査による各スキー場の平均

単価、客単価というものを聞かれまして、それで入り込み人数に掛け算をしたところ、経済効果は

１億3,760万円ということであります。また、これに加えて、他の宿泊、また沿道でのスキー客の

消費を考えますと、これ以上の大きな経済効果が生まれていたのではないでしょうか。 

 そこで、日置市長に伺います。平岡選手が与えてくださった多くの感動、夢、そして、希望や経

済効果は別としても、スポーツ選手がそのひたむきな努力をしてオリンピックに出場する。そうし

た姿を見ながらでも、早々にも本市の激励金の額について、基準要綱の増額変更を臨むべき、考え

るべきと思いますが、所見を伺いいたします。 

○議長（清水敏夫君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  御質問にお答えをいたしたいと思いますが、まず、最初、今後どうウイン

タースポーツを図っていくかというような御質問ございましたけれども、これにつきましては、先

ほど教育長が答弁をいたしましたとおり、今シーズンから小中学生のリフト券無料とか高校生の

１日1,000円とかというような形で、スキー場の御理解のもとに、そういう環境が整ってまいりま

したから、小中学校における学校でのスキーに親しむ時間であるとか、あるいは少年スポーツクラ

ブであるとか、でき得れば、本来前はあったと言われる、例えば高校におけるスキー部の復活とか、
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そういうようなことがこれから必要ではないかというふうに思っておりまして、市としても、でき

ることを支援をしてまいりたいというふうに思います。 

 それから、後段の平岡選手に対する激励というようなこと、遅いじゃないかと、こういう御指摘

もございました。平岡選手が、奈良県の御所市の御出身であるということから、そういう対応が少

しおくれたことについては、申しわけないというふうに思っております。 

 それから、激励金につきましては、他市の状況等も十分勘案をして、今後検討してまいりたいと

いうふうに思います。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  前向きな御答弁をありがとうございました。 

 どこの各町の自治体のこの要綱基準でも、確かに１条、２条のあたりで、そのほか、市長が認め

るものということで、たとえそこの出身者でなくても、そこの学校の出身でなくても、そうした基

準も当てはまるということがうたってありますので、どうか前向きに増額変更をお願いしたいと思

います。 

 本当に平岡選手が第２の故郷として報告会に来ていただいたということは大変なことだと思いま

す。                                          

                                            

                  

                                            

                                

                            

                                             

               

                                             

                                            

               

                                  

           それでは、次に障害福祉政策について質問をいたしますが、この質問につき

まして、小項目の３、４は、あらかじめ取り下げさせていただくよう執行部のほうに言っておりま

すので、取り下げさせていただきます。 

 それでは、初めに、現在、市内の一般企業における障がい者雇用率を数字のみで結構です。担当

部長にお伺いをいたします。 
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○議長（清水敏夫君）  商工観光部長 山下正則君。 

○商工観光部長（山下正則君）  ただいま障がい者雇用率という御質問でございました。雇用率を御

回答いたします前に、雇用率の出し方について誤解があるといけませんので、若干触れさせていた

だきます。この雇用率につきましては、障がい者の雇用の促進等に関する法律によりまして、50人

以上の常用雇用する事業所が対象ということでございます。したがいまして、この雇用率を出す際

には、この50人以上常用雇用する事業所が対象になるということでございます。 

 さらに、加えまして、その常用雇用とはということですが、１年以上継続して雇用するもの、あ

るいは雇用する予定のものということで数字を把握すると。さらに、うち１週間の所定労働時間が、

20時間以上30時間未満の、端的にいいますと、短時間労働契約を結んでおるもの、これについては、

１人をもって0.5人と積算するといったような細かい規定がございますもんですから、こういった

ことを踏まえまして、今御質問の郡上市内の一般企業における障がい者雇用率についてということ

で、ハローワークのほうが、平成25年６月時点で積算をされました数値について御報告を申し上げ

ます。 

 なお、ここで一般企業ということを申し上げますが、一般企業以外のものについては、また細か

い規定がございますもんですから、とりあえず一般企業ということで御報告をさせていただきたい

と思います。 

 ただいま申し上げましたように、平成25年６月時点での郡上市内の一般企業における障がい者雇

用率については、2.01％とハローワーク岐阜八幡より伺っておるところでございます。 

 以上でございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  ２点目でございますが、現在の市職員における障がい者雇用率を担当部長に

お伺いします。 

○議長（清水敏夫君）  市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  きょうのお配りをいただきました資料の一番最後のところに資料をつ

けていただいておりますけれども、地方公共団体の場合は、昨年４月１日から0.2％引き上げとな

りまして、現在は2.3％でございます。 

 先ほど、商工観光部長が申し上げたような計算式に基づきまして、また、障がい者の人数につき

ましても、重度の場合は２人というカウントをさせていただけるという、そういうふうな取り決め

もございまして、実際の雇用につきましては19名、そして、現在25人というふうなこの計算式で出

ておる人数でございまして、法定雇用率を達成していると、こういう状況でございます。 

（１番議員挙手） 
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○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  この法律が25年４月１日から変わりまして、率が引き上げられたわけでござ

いますが、市についてはもちろんこれをクリアしておるということでございます。そして、今の一

般企業につきましても２％ということで、これも、クリアをしたということで、大変喜ばしいこと

と思います。 

 ここにも資料をつけさせていただいておりまして、この郡上市が２年前につくりました第３期障

害福祉計画というもののときの数字をここに上げておりますけども、大変郡上市は、岐阜県平均、

そして、全国平均よりも低かったわけであります。特に、平成20年度からは下降の形をとっていっ

たように思っております。 

 こうしたことも踏まえながら、26年、27年からの新計画にぜひとも反映をしていただきたいとい

うことを思っております。 

 やはり、この障害福祉計画というものは、郡上市がつくることゆえに、その責任をしっかりと持

っていただきたい。そのようなことを確認しておきます。 

 また、この雇用というものは、健常者の雇用も含めまして、大変経済にも、そして、経済には経

済政策、それと、財政の政策、それが雇用政策につながっていると思います。そのあたりもよろし

くお願いしたいと思います。 

 やはり、ここでもう一つお伺いしたいということは、今日に至るまで、やはりこの障がい者の雇

用というものを守るために、この50名以上以外の本当に小規模のところでもいいから、一人でもい

いから、障がい者の雇用をしてほしい、雇っていただきたいというのが切実な願いにあります。で

すから、この法に基づくパーセント以上に現実を見つめていただきたいと思います。 

 そうした中で、郡上市が関与できる企業、指導できる企業、意見を申せる企業と申しましたら、

やはり第三セクター、そして、指定管理者、そのようなところには、郡上市からもいろんな声かけ

が、働きかけができるんじゃないでしょうか。 

 実際、ちょっとお伺いしたいわけですけれども、そうした障がい者雇用につきまして、そうした

第三セク、そして、指定管理者にその啓発や周知はしっかりされておられたのかお聞きしたいと思

います。また、もしそれをしっかりと行ってきたとすれば、どのような成績があったのか、残せた

のか、担当部長にお伺いをいたします。 

○議長（清水敏夫君）  答弁をお願いします。 

 商工観光部長 山下正則君。 

○商工観光部長（山下正則君）  指定管理者あるいは第三セクターに対してどのような指導がされて

おるかという御質問であろうかと思います。まず、指定管理者につきましては、御承知かと思うん

ですが、指定管理者の指定を受ける際に、申請書を提出をしていただいております。その申請書の
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内容につきまして、福祉政策に関する取り組み状況という項目がございまして、そちらで障がい者

の雇用の有無の記載を求めまして、指定管理の選定において考慮する事項であることを啓発をして

おるとこでございます。 

 それから、さらにその指定管理者の仕様書及び基本協定においても、労働関係法令の遵守を求め

ておると、定めておるというものでございます。 

 ただ、ここで１点、市の権限といたしましては、指導あるいは監督の権限はございません。ハ

ローワーク岐阜八幡のほうが監督権限でございますもんですから、市といたしましては、助言ある

いは促すという形になりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  ぜひともそうした市の関連するそうした会社には今後とも特に幹部の方から、

そうした雇用を促していただけるようにお願いをしたいということを思います。 

 次に、この郡上市障害福祉計画の平成24年から26年までにおきます第５章の数値目標についてお

伺いをいたしたいと思いますが、福祉施設の利用者の一般就労への移行計画に上げる目標値と、そ

して、３期計画中の現在までの移行者数がありましたら、担当部長にお伺いいたします。 

○議長（清水敏夫君）  健康福祉部長 羽田野博徳君。 

○健康福祉部長（羽田野博徳君）  お答えをいたします。福祉施設からの就労移行支援事業などを通

じまして、一般就労に移行をするとした第３期の障害福祉計画に掲げる目標人数につきましては

３人ということになってございまして、現時点における移行者の人数でございますけれども、２人

ということになってございますので、お願いいたします。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  そうしましたら、この計画に基づくこの移行者数というものはまずまずだと

いうふうに私も理解をさせていただきました。 

 それで、これまでの質問に対して、市長に本市における障がい者雇用の現状についてどのように

思われるかとお聞きしたいわけなんですが、やはり、私が客観的に思うところ、ハローワークと支

援学校などは、特に情報を共有しながら、密に相談をし合い、そして、足を運び、企業や各地へ足

を運び、少しでもその雇用確保、そういう施設に直接簡単に送ってしまわない、そうした努力を、

その職員、そして、先生方はされております。私もそれを実体験しております。 

 そうした観点から、この計画にものっておりますけれども、郡上市もかかわっていくというよう

な曖昧なちょっと、断言し切れないような計画のそういう書き方がされております。 
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 私はもっと郡上市がそのハローワーク、そして、支援学校などともかかわり、そうした雇用につ

いて真剣に考えていってあげていただきたい。そのようなことを、次の計画にのせてほしいと思い

ますし、今ものっているんですけど、これちょっと曖昧でちょっといつでも逃げれる形の書き方を

してあるように感じます。そのあたりにつきましても、市長の考える障がい者の雇用政策について

お伺いしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  障がいを持たれる方々も、働く能力と意欲のある方には、ぜひともそういう

就労の場というものを確保するということが、これは市の福祉政策を推進していく上においても、

大きな責務であるというふうに思っております。 

 先ほど数値の報告がありましたけども、郡上市においても、あるいは市内の企業においても、ほ

ぼこの法定雇用率というものをクリアはしているという状態でありますけれども、ハローワークの

ほうへお聞きをしますと、市内においても、まだ未達の企業も数社ほどあるようにも聞いておりま

すので、一層のまた御努力、お願いをしてまいりたいというふうに思いますし、ただいまお話あり

ましたように、私どもも、障害者福祉の重要な課題として、今後も取り組んでまいりたいというふ

うに思います。 

 先ほども話ありましたが、例えば、大和道の駅で指定管理者である大和総合開発のお計らいで、

郡上特別支援学校の高等部の皆さん方が喫茶店を一定の期日ごとに出しておられて、そして、実際

のそういう実習をしておられるということで、校長先生も本当にありがたいということをおっしゃ

ってましたし、郡上の特別支援学校のそういう就労の希望のある方には、本当に郡上市は、積極的

に対応してくださる企業が多いということもお聞きをいたしました。こうした取り組みをさらに郡

上市としても強めてまいりたいというふうに思っております。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  前向きな御答弁を賜りましてありがとうございます。ぜひ来期の27年からの

計画には、そのようなことをはっきりとうたっていただきたいものと思います。 

 次の質問をさせていただきます。次には、小さな企業の明日創造事業について質問をさせていた

だきます。 

 商工会が進める小さな企業の明日創造事業については、その委員会は昨年、約１年間かけ、大体

６回だとお聞きしておりますが、市内の零細事業者のその実態と将来の事業継続性について調査を

されたとお聞きしております。この事業の目的と、そして、この事業が実行された場合の事業効果

を担当部長に、簡単でいいですけれどもお聞きしたいと思います。副市長でもよろしいです。 

○議長（清水敏夫君）  答弁を求めます。 
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 副市長 鈴木俊幸君。 

○副市長（鈴木俊幸君）  この小さな企業明日創造委員会というのは、実は昨年の６月に商工会長さ

んから私も委嘱を受けて委員会を立ち上げました。それで、まだ報告書が来ておりませんので、き

ょう私がかわって現在の状況等々について説明をさせていただきますけれども、商工会は、合併し

てから、いわゆる創業塾等々において開業を目指すということで事業を進めておってもらったわけ

でございますけれども、いわゆる開業率は2.6％で、廃業率が9.8％と、圧倒的に廃業率が多い中で、

このままでは郡上の商工業者は減ってしまうなという危機感を持たれました。 

 そうした中で、アンケートあるいは調査をされましたら、3,186社、２万1,368人が働いている状

況下の中で、そのうち小規模事業者というのが3,073社、１万2,795人が働いてみえると。その中の

うち、815社、3,390人の方々の職場がいわゆる後継者がない、もしくは事業継承が非常に厳しいと

いう結果が出たものですから、このままでは、郡上の商工業者、あるいは商工会が成り立たないと

いうような危機感のもとで、１年間、今ほどお話がございましたように、６回にわたりまして、い

わゆる事業継承、せっかく事業をされまして、お客さんを持たれ、あるいはそのノウハウを持たれ

た方々の事業が廃業されてしまうといったことを防ぐ必要があるといったことから、何とかしてガ

イドラインを、事業継承のためのガイドラインをつくってみたいなと。いわゆるＭ＆Ａ等々の事業

は進められておるわけでございますけれども、こうした郡上市のような中小企業の中でもそうした

ことができないかといったことで、委員会を立ち上げられ、結果といたしまして、私が委員長にな

りまして、６回会議を続けてきたというのが実態でございます。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  その小さな企業の明日創造委員会報告書、ここに来ております。これ副市長

が委員長だったので、私が行ったらできたてほやほやをいただいてきたので、鈴木副市長が持って

ないということはおかしいと思います。 

 私は、今副市長が申されたとおり、廃業がどんどんと進んでいく。商工会の幹部は、これを何と

かせにゃいかんといって、これは、商工会長が発案された事業でございます。 

 この中の報告書を見てみますといろいろなこと書いてますけれども、私が着目したところはその

経費のかかる部分であります。こうした異業種が集まりながら、その中でやれるものは継続すると

いうことを判断するためには、審査会が必要というふうに記されております。この審査会において

はどのような作業をするかと申しますと、例えば、中小企業診断士の方が加わる。そして、または、

専門の大学の教授が加わる、有識者が加わる。そして、そこに上がってくる職業は、商業の中でも、

例えば小売のものであったり、そうじゃない製造業の職種があったり、その結びつきに関しては非

常に難しい部分があります。ですから、そこには専門的なコンサルタント会社、そのような方から
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アドバイスされることも必要だろうということを思っております。 

 こうした事業費プラス、そして、人件費というものが約300万円ほどかかるということをお聞き

しておりまして、商工会が独自の自主財源で、このお金を予算立てしようと思うと非常に厳しい面

があるということもお聞きしております。議事録ももらってきておりますけども、鈴木副市長は委

員長でかなりの発言、前向きな発言もされておられるようでございます。 

 ここで副市長にお聞きしたいわけですけれども、是が非でも、これは当初の予算にはございませ

んでしたけれども、是が非でも予算措置を、その人件費も何がしかの補助の枠をつくっていただく

ようにお願いをしたいわけですけれども、その所見について前向きな答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（清水敏夫君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  郡上市内において非常に廃業が多いということで、雇用の場が縮小していく

ということはゆゆしいことでございます。そういうことで取り組んでいただいているわけですけれ

ども、まだ事業の仕組みがはっきりしておりませんでしたので、当初予算の中には組み込んでおり

ませんけれども、商工会のその取り組みの報告をよくお聞きをいたしまして、必要な検討をしてま

いりたいというふうに思います。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

○１番（山川直保君）  ぜひとも商工会との連携を密にされまして、早期に、６月でも、そして、

９月では遅いと思いますが、それなりに手当てができるようにぜひお願いしたいと思います。 

 また時間がなくなりまして、また本丸にたどりつけませんでした。しかし、この一番最後の５番

に関することを１つ申し上げたいと思います、簡単に。この地方債の借り入れ方法と利率、金利の

交渉についてでございますけれども、一番最後の小項目５番を市長にお聞きしたいと思います。 

 本市が合併して以来、指定金融機関というものがずっとＪＡでまいりました。これを経緯を考え

ますときに、やはりそのとき、やはり、高鷲であれば、そこに金融機関というものはＪＡ、八幡信

用金庫しか、そこにございませんでした。ということは、金融機関を選ぶ選択肢が少なかったとい

うことであって、そのときに金利交渉するときに、市のリスクというものは、そこの金利の値下げ

とかを交渉するに当たって市にもリスクが生まれる。そういう観点からなかなか難しかったんだろ

うと思います。 

 それに加え、事務所の中にはＪＡが入っていただいて、そこで人件費も使われておったんです。

その流れがずっと、ほかの町村もあったかもしれませんけれども、合併されたということと思いま

す。 

                   もう今は各振興事務所にも、そういった会計したりする
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職員はついてないということから、そして、全部で銀行、金融機関４つあります。その中から、い

よいよそうした指定金融機関についても考えるべきときが来たんではなかろうかというようなこと

もおっしゃってまいりました。今までの恩とかもございますけれども、そのようなことも積極的に

考えていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（清水敏夫君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  指定金融機関の指定につきましては、地方自治法の規定によって、議会の議

決も経て指定をしているわけでありますが、ただいまお話ございましたように、現在は、郡上市は

合併以来、めぐみの農協を指定金融機関といたしております。 

 今お話がございましたように、当時、この市内にある４つの金融機関にいろいろな条件の提示を

求めて、そのときに最善の選択をされたというふうに思っております。現在、最初の指定当時と比

べまして、御指摘がございますように、派出所、現在の振興事務所に置いていた派出所が、取り扱

い件数の少ないところについては廃止をされておりますけれども、現在まで特段の支障があるとい

う形には感じておりません。 

 ただ、この指定金融機関の指定については、契約において１年ごとに特段の双方意思を表示しな

い限り、自動的に更新をするという形で来ておりまして、現在のところ、差し迫った私どもとして

は変更の必要性というものを感じておりませんが、いろいろと現在の指定金融機関と比べて、さら

にいいサービスを提供するという意欲を持った金融機関がおられるかどうかということも定かでは

ございませんので、そういう点をよく今後検討をしてまいりたいというふうに思っております。 

 したがいまして、可能性はございますが、現在、特段の必要性は感じているわけではないし、市

内の他の金融機関からのどのようにお考えになっているか、そういうことも我々としては承知をし

ておりませんので、そういったこともまたいろいろと内々はお伺いをしてみたいというふうに思い

ます。 

（１番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  山川直保君。 

                                             

                                            

                                       

                                             

          

               

                      

○１番（山川直保君）  ありがとうございました。 
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○議長（清水敏夫君）  御苦労さまでした。 

 以上で、山川直保君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 田 代 はつ江 君   

○議長（清水敏夫君）  続きまして、４番 田代はつ江君の質問を許可いたします。 

 ４番 田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  おはようございます。議長より発言の許可をいただきましたので通告に従

って一般質問をさせていただきます。今回は４点を準備いたしましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、最初に女性防火クラブの組織再生についてということで質問をしたいと思います。 

 女性の会、女性防火クラブの組織が一部の地域を除き姿を消し、郡上市としての機能が果たせな

くなってから約５年の歳月がたちました。社会や時代の移り変わりにより、女性の会が衰退してい

ったことは非常に残念なことではありますが、ある意味、やむを得ないことかもしれません。 

 最初に、市として女性の会が衰退していった原因をどのように捉えてみえるかお聞きしたいと思

います。 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君の質問に答弁を求めます。 

 消防長 川島和美君。 

○消防長（川島和美君）  それでは、お答えします。女性防火クラブの組織が衰退した主な原因につ

いてというようなことで、最初に発足から解散までの簡単な経緯について説明させていただきます

けども、女性防火クラブ、当初は、婦人防火クラブと言いましたけども、これが結成されました目

的は、家庭防火であるために、家事を行う主婦の集まりである女性の会を女性防火クラブと位置づ

け、同一組織として運営をしてきました。 

 しかし、合併後の平成17年から22年にかけまして、八幡町以外の旧町村単位の母体である女性の

会が解散したために、女性防火クラブも同時になくなりました。 

 この解散の原因としては、主な原因として次の２点が考えられると思います。１つ目は、女性の

会が、日赤奉仕団、農協婦人部等の組織を兼ねたり、健康診断及び敬老会等のお手伝いなど、多く

の事業等にかかわっていたため、特に、旧町村単位の代表の役員に選任をされますと、市全体及び

旧町村単位の会議などへの出席が多くて負担になっていたということが１つ。２つ目には、就労さ

れる女性の増加や核家族化、それから、社会環境や生活環境の変化によりまして、特に、30代から

50代の女性層にボランティア的な物事に取り組むための精神的余裕、あるいは時間的余裕の減少や

考え方の変化があったのではないかというふうに考えております。 

 以上です。 
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（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  ありがとうございます。今、消防長がおっしゃったとおり、女性防火クラ

ブに限らず、いろんな組織に束縛されるということは、こういうことで衰退していったのかなとい

うことも思います。 

 しかし、絶対になくしてはいけない組織として、女性防火クラブがあります。過去より、女性防

火クラブを担当してくださり、御指導いただいている消防署の職員の方も、何とか市としての組織

を立て直さなくてはと歯がゆいで思いでいろいろな手段をとってみえるにもかかわらず、一向に進

展がないことを大変憂慮しております。いつ災害が起きるかわからないと言われている昨今です。

いざというときには、それぞれの地域で対応ができる体制があることは知っています。自治会の組

織の中に、自主防災組織があることも知っています。何か起きればきっと先頭に立ってくださる女

性の方もいっぱいお見えになることもわかっています。 

 先日、八幡の女性防火クラブの役員の方と今後の展望について話す機会がありました。現在、女

性防火クラブは、少数ではありますが、組織としては残っています。ぜひ郡上市全体として、女性

が心を一つにして参加できる女性防火クラブにしていただきたいというのが結論でした。余り会合

が多くなるのが負担であれば、最小限年２回ほどでいいと思います。役員になるのが重荷なら、当

分の間は、現在の残っている女性防火クラブのメンバーで対応します。いざ何かあったときに市の

単位でできるよう心をつないでいきたいのです。 

 東日本大震災の被災地を見ても、女の人しかできないこと、男の人には相談できないこともあり

ます。女性の目線が必要なことがいっぱいあります。郡上市の女性が心を一つに頑張れる組織を再

びのは立ち上げられる今ではないでしょうか。 

 唯一組織を残すため、地に足を踏ん張っている八幡でも、全員の総意で残っているわけではあり

ません。郡上市がゼロになってしまってはいけないと必死の思いで心ある人が中心となり頑張って

いるのです。郡上市として、今までどのようにこの問題に対し努力を重ねてきたのかお聞きしたい

と思います。 

○議長（清水敏夫君）  消防長 川島和美君。 

○消防長（川島和美君）  再生に向けた取り組みについてという質問だと思います。最初に、基本的

な再生の方針というようなことについてちょっとお話をさせていただきます。 

 普段の家庭防火や災害時の女性の役割の重要性は、一人一人の市民レベルでは十分理解されてい

ると思います。郡上市の女性防火クラブ等として組織化して活動することについては、さきに説明

にした理由によりまして、抵抗感があるのではないかというふうに思います。 

 また、市民による自主的な組織づくりであればいいんですけども、行政から依頼するような、以



－１４０－ 

前のような組織再生は困難であるというふうに考えております。 

 よりまして、現在、八幡地域にあります郡上市女性防火クラブが中心となっていただいて、女性

防火クラブの本来の目的であります家庭防火や災害発生時に女性ができることなど、防火・防災に

ついて発信をしていただきまして、市内にその輪を広げていくというような考え方で進めていきた

いというふうに考えております。 

 それで、具体的な取り組みとしましては、平成23年度から役員、それから、事業内容、会議の開

催とか交付金等の見直しを行いまして、他地域の女性防火クラブのリーダーの発掘と育成、そして、

クラブ員の募集を行っております。 

 推進事業としましては、特に、住宅用火災警報器の共同購入事業、それから、防火・防災市民講

座やコミュニティー助成事業を活用しました軽可搬ポンプの貸与など、こういった事業を通じて広

く市民へ女性防火クラブの活動をしていただく情報を発信しております。 

 また、市ケーブルテレビ行政情報番組、広報郡上の特集記事や市ホームページなどの各種広報媒

体を活用しまして、火災予防の普及啓発とクラブ員の募集を行っております。 

 26年度からの取り組みにつきましては、１つ目に、小中学生の親子等を対象にしました、空き缶

コンロによる炊飯講習会、これ10回ほど予定しておりますが、これを通じまして、30代から40代の

子育て世代に防災意識の普及を図って、女性防火クラブ活動を紹介していきたいと考えております。 

 それから、自治会単位に女性防火クラブ、または女性の会の役員等が選任されている地域がある

わけですけども、こういったところに女性防火クラブ活動等を紹介して、意見交換などを行いなが

ら、市全域に女性防火クラブの輪を広げていく取り組みを始める予定であります。 

 以上です。 

（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  いろいろ詳細にありがとうございました。 

 行政からの押しつけでは抵抗があるというふうにおっしゃいましたけれども、やはり、誰かが、

どこかが中心になってまず立ち上げなければならないと思いますので、まず行政でしっかりとこの

ことについては、今まで以上に取り組んでいただきまして、ぜひとも以前のような防火クラブが郡

上市にでき、例えば出初式とかそういうときにも、全地域が参加できるようにしていただきたいと

思いますので、どうかこの点についてはよろしくお願いをしたいと思います。 

 ２点目に入りたいと思います。 

 保育士と介護福祉士の処遇についてということでお聞きしたいと思います。 

 資格を持ちながら、現場から離れている保育士を潜在保育士というそうです。2013年５月の調査

では、潜在保育士が就職を希望しない理由として、賃金が合わないが47.5％で最も多く、責任の重
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さ、事故への不安が40％、休暇が少ない、取りにくいが37％と続いております。 

 これらの問題が解消されれば就職をし、保育士の仕事をやりたいという人は６割を超えると言わ

れております。この保育士の平均給与は月21万円余りと、全業種平均より低いそうです。 

 保育士をしている方で、自分だけの給料では結婚できない。しかし、この仕事は好きだからやめ

るつもりはないと一生懸命に仕事に取り組んでみえる真摯な人も大勢見えます。このような真面目

な青年が報われる社会にならなければなりません。 

 高齢者を支える介護福祉士や子育てを助ける保育士は給料が低いと言われており、現在、国でも

処遇改善への取り組みが進められていますが、市としては、人材確保などの面から、どのような取

り組みがなされているのか教えていただきたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  答弁を求めます。 

 市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。幅広い民間の皆さ

んのそうした保育士の現状あるいは幼稚園教諭の関係も御質問に含まれておるというふうには思い

ますが、最後のところで、市としての取り組みということですので、郡上市の取り組みにつきまし

て、御説明させていただきたいと思います。 

 まず、郡上市におきましては、都市部のような待機児童の解消という課題は抱えておりません。

また、保育士、幼稚園教諭の確保についても、これは、大学、短大等の専門学校を出られた方が地

元に帰ろうということで、一旦は就職されても郡上を目指される。あるいはすぐにふるさと郡上へ

ということで、実際募集すると非常に多くの方が現在その採用試験に向かっていただいておる状況

がありまして、市として、非常に困難な状態、その採用状況はということではございません。 

 また、市におきましては、保育士、幼稚園教諭の確保につきましては、定年等による退職予定者

と次年度の入園予定児童数に応じた法定職員数等を勘案をして、必要に応じた採用計画を持って毎

年取り組んでおるところでございます。 

 保育士、幼稚園教諭のこの職種に絞った新採用試験というものをこのところ行っておるわけであ

りますが、平成25年度は３名の方を採用をさせていただきましたし、平成26年度に向けましても、

３名採用をするということで現在予定をしております。 

 また、介護福祉士につきましても、同様に退職予定者数に応じた補充採用をすることとしており

まして、いわゆる定員適正化で職員を減らしていくという中では、こうした専門職の分野は確保を

していくと。必要に応じて確保しておるということが実態でございます。 

 これらの専門職につきましては、正職であります介護福祉士や保育士、幼稚園教諭等の処遇とい

うことについて、御指摘のような市としては特に格差があると、こういうふうな状況ではございま

せん。給与面、あるいは昇格の基準等につきましても、一般行政職の職員と同じであります。 
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 実際の人事異動を見ていただきますと、近年、特にこの分野で女性の管理職への進出が目覚しい

わけでありますけれども、女性の持てる特色ある有能な能力を大いに発揮をしていただきたいとい

うふうに考えておるところでございまして、特段その分野において、処遇の違いが起きているとい

うことはないというふうに思っております。 

（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  市としては、処遇改善といっても、そういう格差とかそういうことはない

ということですけども、これは恐らく一般的なことで多く言えることだと思いました。 

 その次の質問になるんですけども、財政が厳しい郡上市において、行財政改革が進められる中、

人件費の削減、職員数の削減が行われ、その効果は大きくあらわれていると思います。合併当時に

1,099人であった職員数を189人削減し、910人になっていると聞いています。その一方で、職員を

減らしたことで市民サービスを低下させないために臨時職員を雇用されています。職員189人も減

らし、そのかわりに臨時職員を雇用されている状況をまず最初に教えていただきたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  ただいま御指摘のとおり、職員数につきましては、平成16年の合併以

来、本当に毎年厳しい定員適正化という計画のもとに、職員の削減ということに取り組んでまいり

まいた。その結果、1,099人であった職員が、今御指摘のとおり910人、189人の削減というふうな

状況となっております。 

 そこで、主に削減を行ってきた部門は、一般行政職分野でありまして、一般行政部門でありまし

て、総務部門42人の減、農林水産部門31人の減、土木部門29人の減、民生部門35人の減、このよう

なことでございます。 

 これらの部門におきまして、ただし、職員が減員となりましても、その一時的な業務量の増加に

対応していくと、そのことでもって、いわゆる正職の不足分をそういう形で埋めるという発想では

なくて、ここでの一時的な業務量の増加に対応、あるいは障がい者雇用の確保、そういうふうなこ

とでもって臨時職員を雇用しておるということでございまして、職員の減につきましては、組織機

構の改革あるいは業務の統合、また、事務改善、実際には現場では、人のマンパワーのそうした現

状の中からいろんな課題はあるわけでありますが、そういうことの中で、対応させていただいてお

るとこでございます。 

 それで、臨時職員の数が確かにふえております。平成16年から比較してみますと47人増加してき

ておりますが、その主な要因としましては、市民病院等の建設によりましての規模拡大、そういう

ことに対応していく部分、あるいは公民館事業の拡充によりましての専任主事の採用でありますと

か、あるいは単純労務職を補充をしないというふうな考え方を今持っておりますので、そういうこ
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とにつきましては、清掃、現業部門におきましての職員の臨時職への切りかえは、これはございま

す。 

 また、幼稚園、保育園におきましては、児童数に応じた職員の配置基準に基づきまして、保育士、

幼稚園教諭を配置しておるところでございまして、こうしたところでは、職員の削減は行っていな

いところであります。 

 ただ、こうした中でも３歳児、４歳児、５歳児の担任は正職員での配置を基本としておりますが、

いわゆる正職の職員が出産に伴いましての育児休業等を取得する場合、また、特別に支援が必要な

児童が入園をしている場合の支援員としてのそうした業務もございます。そういうふうな場合には、

正職員が不足するという事態を臨時職員で補充をさせていただいておる状況はございます。 

 これは、育児休業によります欠員や一時の時期のみに必要な支援員を正職員で補充することが、

育児休業職員が復職した場合、また、児童が卒園した場合のその人数が戻った場合とか、そういう

ことに対応していくときに、その正職員が余剰人員となってしまうことを防ぐための、そういうフ

レキシブルな対応をさせていただいておるところでございまして、これは、長い経営上の対応とし

ては臨時職員による対応にならざるを得ないというふうに考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  後から聞こうと思ったことも大体ちょっと答えていただいたんですけども、

そんな中で、現場ではパートの介護福祉士、保育士などがふえていると聞いています。本人の希望

でパートとして働いてみえる場合を除き、雇用する側が正職員から臨時職員にかえるということは、

同じ仕事をするのに、わざわざ正職員じゃなくても、人件費が安い臨時職員でもよいのではないか

と思われてしまいます。正職員と臨時職員が混在している職場、今回は特に介護施設、保育園、幼

稚園における正職員と臨時職員の仕事の状況、処遇の違い、年収の差などをお聞きしたいと思いま

したけれども、少し今触れていただきましたので、簡単で結構ですので、今触れてみえない部分だ

けお願いしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  大変失礼いたしました。いずれにしても、正職員としては、幼稚園、

保育園におきましては、年長から年少までのクラス担任を受け持っていただいて、臨時職員は未満

児や支援を要するそうした支援員、あるいは時間の短い中での一時預かりと、そういうふうな業務

分担をしていただいておるということがあります。それから、また、未満児や支援を要する児童に

つきましては、先ほど申し上げましたように、年度ごとに動きがありますので、そういうところで

の対応につきましては、臨時職員をお願いをしておるということでございます。 
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 また、そうした変動の中では、実態として一部臨時職員が担任を持っていただいておるという場

面も起きていることはありますが、そういうことはできるだけないような体制ということは考えて

おります。保育士、幼稚園教師の臨時職員につきましては、いずれにしても一定の資格を持ってみ

える方でありまして、臨時職員ということでございましても、他の事務職員に比べますと、その時

間単価というものは高い設定をしております。これは、岐阜県下の同じような、同等の資格を持っ

た仕事をされる方を常に我々も比較材料として見ておるわけですけども、決してそこと比べまして、

低い待遇になっていないということは確認をさせていただいております。 

 また、介護職の方々につきまして、仕事の状況では、夜勤は主に正職員で対応すると。そして、

臨時職員の方につきましては、希望があった場合を除いては、当たらせてはいないというふうなこ

とでありますし、臨時職員には、夜間、待機当番や宿直業務を行わせていないという、そういうふ

うな違いを持たせていただいておるということでございます。 

 また、さらに待遇の面でありますけども、一定の昇給の実施、そして、夜勤を行っていく場合の

臨時職員に対しての賃金の割り増しと、こういうことにつきましては、臨時職員に対しましても、

処遇面での待遇は行わさせていただいております。そして、さらに特別休暇が認められないという

ふうなことがありますが、年次有給休暇については、労働基準法に基づく付与につきまして、市と

しては対応を行わさせていただいております。 

 一律にそういうふうな比較がなかなかできない面もありますが、責任の問題等、あるいは御本人

にとりましては、子育ての中である程度短い時間で勤務をしたいと、そういうふうな方があります

とすると、こういうふうな臨時の雇用形態も一つはあって、そして、そのことによりまして、そこ

に就業された方もそういう形での就業を望まれて、そういう実現ができるというふうな意味もある

というふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  ありがとうございました。賃金が合わないとか責任の重さ、自己への不安、

休暇が少ない、取りにくいというとこら辺を考えていただきまして、今後とも正職員とパートとの

そういう差が余りないように、やっぱり一生懸命仕事をやっていただくんですので、そういうこと

も考えていただきたいと思います。 

 ３点目の質問に入りたいと思います。 

 新年度予算の中で小中学校における防災用品の購入がありました。幾つかある中、災害備蓄用パ

ンについて質問したいと思います。予算の説明の中、この災害備蓄用パンは、通行どめとなった学

校の生徒に対応するということで、全ての学校ではありませんが、購入を予定されているパンは缶

詰のパンであると思いますが、価格と賞味期限、また、賞味期限を過ぎたものの扱いについてお聞



－１４５－ 

きしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  答弁を求めます。 

 教育次長 細川竜弥君。 

○教育次長（細川竜弥君）  それでは、平成26年度に購入を予定をしております災害備蓄用パンの内

容でございますが、小学校４校分で24缶入りのものを10箱ということでございます。１缶が100グ

ラムのパンということでございます。それから、中学校が、１校分で５箱ということでございまし

て、御質問にございましたとおり、まず、交通途絶の可能性がある小学校ということで、相生小学

校、西和良小学校、石徹小学校、小川小学校、それから、中学校につきましては、八幡西中学校と

いうことでございます。 

 こちらのほうは、峠、あるいは国道等の通行どめ等がございまして、災害備蓄用品につきまして

は、振興事務所のほうにあるわけでございますが、そちらのほうからの供給が仮にできないという

ことを想定をいたしまして、その４小学校、１中学校という設定をさせていただきました。 

 こちらのパンでは、１缶、先ほどの100グラムでございますが、410円のソフトパンというのを購

入予定をしてございます。賞味期限と申しますか、保存期限につきましては５年でございます。こ

ちらは缶入りでございますので５年ということでございますが、紙容器のものになりますと３年と

いうものもあるそうでございます。 

 こちらを選定をさせていただきました理由でございますけども、パンのほかにもビスケットです

とか、あるいはクランチバーといったような、どちらかといいますと、ちょっとお菓子に近いよう

なものもございますけども、こちらは高価であったり、あるいは量が少なかったり、あるいはそれ

の例えばシチューといったような、そういったものも考えられますが、食べるために一手間をかけ

なければならないというものがございますので、価格でございましたり、食べやすさ、扱いやすさ、

それから、賞味期限を考慮いたしまして、ソフトパンにさせていただいたというものでございます。 

 ただ、こちらは今大分よくなりまして、味も黒豆味ですとか、パンプキンですので、カボチャと

か、そういったものもあるようでございます。 

 それから、賞味期限がまいりましたものについてはどうするかという予定でございますが、賞味

期限が切れます前に、学校の宿泊研修でありましたり、あるいは避難訓練等の防災訓教育の一環に

使うということを想定してございます。 

 以上であります。 

（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  栃木県の那須塩原市にあるベーカリー、パン・アキモトという一見どこに

でもある普通のパン屋さんかと思えば、実はこの会社のある商品が世界中の人々を喜ばせていると
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いうことを大変興味を持ち感動しました。それは、パンの缶詰、今ここにあるんですけども、この

パンの缶詰です。災害時のための非常食です。 

 非常食というと、以前は乾パンのように固いものを想像してしまいますが、パン・アキモトのパ

ンの缶詰は、製造から３年が過ぎても焼きたてのパンのようにふわふわで柔らかい、しかも、味の

種類は25種類にも及び、中には安心パンという卵、牛乳、大豆を使用していないため、アレルギー

の人でも安心して食べられるものもあるそうです。 

 ３年たっても焼きたてのような缶詰パンを開発するきっかけとなったのは、1995年に発生した阪

神大震災、震災直後に被災地神戸に2,000個のパンを送ったが、半分以上が傷んでしまい、食べら

れずに捨てられたことです。悔しい気持ちで試行錯誤しながら開発されたのがこのパンです。 

 さらに、このパン屋さんの画期的なシステムは、販売し、自治体などで備蓄した缶詰を賞味期間

を１年残した状態で代金の一部を返金する形で回収し、食べ物に困る海外の地域へ届けるという試

みです。実際に昨年11月の巨大台風の被害にいまだ苦しむフリィピンの被災地の子どもたちに九官

鳥という名前でこのパンの缶詰が届けられました。みんなが大喜び、ビジネスとしても利益が生ま

れなければ支援は長続きしません。豊食時代にあって、防災用品がこんな仕組みで社会貢献できる

ということは、教育にも大変いいと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、学校に限らず、今後アルファ米とともに、この缶詰のパンも導入されるとお湯も要らない、

水も要らないということで大変重宝だと思いますが、今後こういうのを導入されることをちょっと

お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（清水敏夫君）  総務部長 服部正光君。 

○総務部長（服部正光君）  私のほうからの郡上市全体の災害備蓄品の関係を御回答させていただき

ます。 

 まず、災害備蓄品においては、発生確率の高い阿寺断層系の地震を想定して、9,693人の半数の

約5,000人分を備蓄しておるという状況でございます。それでこの5,000人分においては、平成23年

度から３年間で整備してございます。 

 そこで、今の御質問の食料品の関係でございます。特に、主食としてはアルファ米、副食として

はツナ缶、スープ等でございます。5,000人分の１日分１万5,000食を備蓄しておるという状況でご

ざいます。 

 特に、この食料品、飲料水においては、賞味期限、今議員も言われたように、３年から５年とい

うことになってございます。そこで、やはり、期限切れになった食料品の処分等がやはり問題にな

っていくということでございます。 

 そこで、今現在、市としては、食料品とか飲料水においては、賞味期限が切れたものにおいては、

切れる前に自主防災会とか市の総合防災訓練で使用したり、できる限り廃棄等のないように有効に
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利用しておるということでございます。 

 今の御質問のパンの缶詰の関係ですが、やはり、このパン、備蓄品が廃棄されることなく、有効

に利用されることは、やはり環境面、財政上も非常に大切なことではないかなと思っております。 

 しかし、このパンの缶詰においては、特に、単価面の関係、約４倍近く高いということと、また

保存期間、アルファ米は５年なんですけど、そのパンの缶詰においては３年とかという形でござい

ます。トータル的に考えると、市の負担が相当な負担が生じてくるのではないかなというふうに考

えてございます。 

 今後においては、やはり備蓄品を購入する場合には、やはり、災害時に有効利用できることを最

優先にしながら、やはり期限切れ前に備蓄品の有効利用についても検討していきたい。さらに、財

政面の検討も含めて、総合的に判断して、今後更新等々を行っていきたいというふうに考えてござ

います。 

（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  ありがとうございます。先ほどのパンが410円っておっしゃいましたけれ

ども、このパンは４倍になるって800円ってお聞きしておりますので、回収する場合には100円とか

200円というお金でこのパン屋さんが回収していくということですので、まだ、これ出始めの段階

ですので、今後、低コストになってくる可能性もあると思います。また、今後において、こういう

ことも検討していただきたいと思います。 

 最後の質問ですけれども、人生振り返る「三十路式」というので質問をしたいと思います。 

 ずっと前になると思いますが、還暦を迎えた人たちが、いよいよ社会に貢献する場が見つけられ

るよう還暦式をやったらどうかという提案をしたことがあります。残念ながら、いまだ取り上げて

はいただいておりませんが、今回は、さらに角度を変え、インターネットで知った「三十路式」に

着眼しました。 

 ことしも、多くの二十歳を迎えた若者たちが、希望を持って大人の社会に仲間入りしました。そ

の姿は何とも頼もしく感じられました。成人式から10年後祝福を受けたこの若者たちはどんな生き

方をしているのでしょうか。成人式から10年後の節目を祝う「三十路式」を開いてみてはいかがで

しょうか。 

 特に、地元を離れている人にとって疎遠になった同級生との交流や地域社会のつながりの強化を

狙いとします。専門家の話の中でも、経済的にも自立する時期で、業種や立場を超えた交流は、生

き方を振り返るよい機会になると分析されています。 

 新潟市で開かれた「三十路式」は、約100人が集まり、会場は笑いに包まれたそうです。大型ス

クリーンには、参加者が生まれた1983年以降に流行した映画やアニメ、事件、事故などの映像が
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次々に映し出され、ワインや日本酒を飲み交わしながら、当時のエピソードに花が咲き、初対面で

も自然に微笑みがこぼれたそうです。 

 識者の話の中で、二十歳は心理的にも経済的にもまだ大人ではない。就職などで社会的な居場所

が定まってくるこの時期の交流は、みずからの生き方の刺激になるはずとありました。ふるさとを

見直すいい機会にもなり、Ｕターンする人もあるかもしれません。こんな場合、ぜひとも働く場所

をＰＲできる体制をつくってください。 

 また、同級生との再会の中で、愛が芽生え、婚活の場になるかもしれません。多くの可能性を見

出せる行事だと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思いますが、このことに関して、どう

いうふうにお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  答弁を求めます。 

 市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  大変すばらしい提案だというふうに思います。全国の事例もいろいろ

と勉強をさせていただきました。 

 ただ、言えますことは、郡上では、非常に飲食を伴った職場とか地域とか同級の方とか、頼母子

とか、そういうお集まりの多い土地柄ですから、素地的には、皆さんが自主的にお集まりになる素

地が十分あるんだろうというふうに思いますので、一つは、やっぱりそういうふうな機運ができて

いくことをどのように仕掛けていくかということになるかと思います。そうすると、やはり、ちょ

うど平成16年度に二十歳であった方が、ちょうど今度ここで10年たって30になってくると、こうい

う年恰好でありますし、やはり、自分の子どもなんかを見ましても、ちょうどそのころが、むしろ

学生で親に仕送りをしてもらってたりしていた時代よりは、社会性にすごく直面をし始める時代だ

というふうに思いますし、あるいは婚活のちょうどいいタイムリーだというふうに思います。 

 それで、ちょうどことしは郡上市としては、若者カフェという事業を今回新年度予算で盛り込ま

せていただいて、若い人たちが、何かで集まりを広げて、そして、郡上のいろんな課題についても

関心を持っていただくような場づくりをしようということを考えておりますので、そういうところ

の中で、ちょうどこの10年たった年代の皆さんに、そういう機会を持たれてはどうかというふうな

投げかけをしていこうというふうなことを今話しております。 

 その中で、もしそれがうまく発展していけば、郡上市としても、大いに応援をして、先ほどのい

ろいろな意味が、さまざまに実るというふうな場にしていければと思います。 

 そのときの名前ですけれども、これは、このお話をしていたときに市長からも言われたわけです

けれども、子曰く三十にして立つということになりますと、三十路会というよりは、三十而立の字

を使いまして、郡上而立の会とか、そういうふうな場にして、大いにそういうふうなことを皆さん

が関心を持って語り合う場にすると、大変意味のあることですねと、こういうふうな話をしておっ
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たわけですけど、若者カフェをつくっていく中で、ひとつこのことに取り組んでみたいというふう

にして思いますので、よろしくお願いをいたします。 

（４番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  田代はつ江君。 

○４番（田代はつ江君）  ありがとうございました。昨今郡上市を訪れる方が、一様に郡上市はとて

も環境のいいところだと絶賛してみえます。まつ毛が近過ぎて自分には見えないのと同様に、そこ

に住んでいる私たちというのは、ふるさとのよさにどっぷり浸かってしまって、外からいろんなこ

とを教えてもらうのが現状だと思いますので、どうか郡上市のよさを、内から外に出ていった人が

特にＰＲできるように、こういう機会も考えていただきたいと思います。 

 どうも、ありがとうございました。以上で、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（清水敏夫君）  以上で、田代はつ江君の質問を終了いたします。 

 それでは、ここで暫時休憩をいたします。再開は11時10分を予定いたします。よろしくお願いし

ます。御苦労さまでした。 

（午前１０時５５分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（清水敏夫君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

（午前１１時０９分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 村 瀬 弥治郎 君   

○議長（清水敏夫君）  ９番 村瀬弥治郎君の質問を許可いたします。 

 ９番 村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  それでは、失礼をいたします。ただいま議長より一般質問の許可をいただ

きましたので、通告に従いまして、２点の質問をさせてもらいます。 

 １点目は、減反政策の見直し案についてでございます。２点目に関しましては、住民自治基本条

例制定と地域協議会ということでよろしくお願いします。 

 それでは、早速、第１点目の減反政策の見直し案についてということで質問をお願いします。 

 昨年の暮れの新聞によりますと、政府は、昨年12月に、農林水産業地域の活力創造プラン、いわ

ゆる農業分野におきます所得の倍増目標計画を策定いたしまして、食料・農業・農村基本計画をお

おむね５年後をめどに見直し、生産調整、いわゆる減反政策廃止を発表をいたしました。 

 現状では、水田面積の40％以上を奨励金、いわゆる補助金でございますけれども、そういうもの

を出し、他の農産物を水田に転作という形で来ております。 
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 昨年の稲作の作況指数といいますか、とれ高は102ということで、やや豊作ということでござい

ましたし、そういった中で、政府米、民間米ともかなり在庫を抱えているという状況だと思ってお

ります。 

 また、一方では、日本人１人の米の消費量というものが非常に少なくなりまして、年間に56キロ

強、約１俵に満たないということでございますけども、そういった数字がデータが出ております。

これは、１日当たりにすると150グラムの消費ということは、約１合というふうに思ってますけど

も、本当に少ない量だと思っております。 

 農家のほうも高齢化、あるいは担い手不足という、そういった状況でございますし、現在、アメ

リカとの交渉をしておりますＴＰＰも非常に不透明でありまして、これは、日本の米政策、これは

かなり混乱を招くという気配もあるように思われます。 

 そうした中にありまして、郡上のように、１戸当たりの耕作面積が30アールないしは40アールと

いう零細農家の影響もかなり受けるということを思っておりますし、逆に言ったら、少ない面積が

ゆえに、現状、自給米ないしプラスアルファということで、それほど影響はないかもしれません。

そういった中にしても、いずれにしましても、2017年、18年に向けて、集落営農、担い手農業者に

とって、この米政策、大転換期に入ることは間違いないようであります。 

 そこで、質問をいたしますけれども、平成26年度における経営所得安定対策の日本型の直接支払

い制度、農地中間管理機構、中山間地直接支払い制度の継続への取り組み、また、最近話題になっ

てます飼料稲に関する導入状況等を農林水産部長にお伺いをいたします。よろしくお願いします。 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君の質問に答弁を求めます。 

 農林水産部長 野田秀幸君。 

○農林水産部長（野田秀幸君）  減反政策の廃止が見据えられておるというようなことでございまし

て、26年度より国のほうは、新たな農業・農村政策として４つの改革を掲げてございます。先ほど

議員のほうからも話がございました。まず、１点目は、農地中間管理機構の創設といったことでご

ざいます。農地の有効活用や農業経営の効率化を図るため、担い手への農地集積を加速化をするシ

ステムとして、農地中間管理機構を各都道府県単位に各１組織を設立をするということでございま

す。岐阜県におきましては、一般社団法人岐阜県農畜産公社を母体として、３月中に設立がされる

予定でございます。 

 農地中間管理機構は、高齢化等により、農地を貸し付けしたい農家から、機構が農地を借り受け

をいたしまして、その農地情報を全国的に発信する中で、応募された担い手農家や企業へ農地を転

貸する業務を主として担ってまいります。 

 法的に位置づけされた公共団体が受け皿となることによりまして、農地の出し手、受け手が安心

して農地の貸し借りが行えるようになるというふうに考えられておるものでございます。 



－１５１－ 

 それから、これも議員のほうから御発言がございましたが、経営所得安定対策といったことの見

直しであったり、水田フル活用と米政策の見直しといった点、２点、３点目でございます。 

 減反政策の廃止を見据えまして、主食用米の変調から、需要のある作物の生産を振興し、意欲あ

る農業者がみずからの経営判断で作付作物を選択する状況の実現を目指しているところでございま

す。 

 米の直接支払い交付金につきましては、生産数量目標範囲内で米を作付される販売農家に対する

交付金でございますけども、25年度までが10アール当たり１万5,000円でございます。これが、26

年度になりますと、7,500円と減額されまして、これ以降も段階的に減額され、最終的には、平成

30年度をめどに廃止がされるといったことが、先ほど議員も一部言われておったと思いますけども

発表がされておるところでございます。 

 主食用以外の作物につきましては、自給率向上の観点から、今後も作付増加を目指し、特に、先

ほど飼料米の話が出ましたが、飼料用米、米粉用米については、25年度までの一律10アール当たり

８万円といったものから、26年度におきましては、収量に応じて10アール５万5,000円から、ある

いは10万5,000円といった段階的に、たくさんできれば補助金が多くなるといったようなことで、

農家の意欲を喚起する出来高制に転換をされておるところでございます。 

 飼料米等の実績でございますけども、市内各地で作付されておりまして、平成25年度は、飼料用

米が9.8ヘクタール、米粉用米が1.2ヘクタール、ＷＣＳでございますが、これが2.7ヘクタール、

加工用米が2.3ヘクタールとなってございます。 

 飼料米につきましては、農協を通じて、岐阜養鶏へと出荷されておりまして、今後も農協が全面

支援をするという方針でございます。 

 また、国が定める土地利用型作物、麦、大豆、そば等でございますけども、27年度からは、認定

農業者、集落営農、認定就農者だけを交付対象とするようになっておりますし、また、そばにつき

ましては、26年度からは未検査品が、27年度が規格外品が、これまでこういったものが交付対象で

ございましたけれども、交付対象外となるといったことで、要件が厳しくなっておるところでござ

います。 

 ４点目に、日本型直接支払い制度の創設でございます。日本型直接支払い制度といいますのは、

農業の多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動に対して支援を行う制度でございまし

て、具体的には、従来から実施されております中山間直接支払い制度や今までやってこられました

農地・水・環境保全の関係、それから、環境保全型農業直接支援というのと、それから、新たに26

年度から新設がされる予定でございます農地維持支払といったものを含めた事業の総称でございま

す。 

 このうち、中山間直接支払い制度につきましては、現在３期目でございまして、平成22年から26
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年度までがこの３期目の期間でございますけども、この３期目を実施中でございます。 

 平成27年度以降につきましても、継続ができるように26年度中の法整備が取り組まれる予定とな

っておるところでございます。 

 また、資源向上活動につきましては、現行の農地・水・保全管理支払いが名称を改めまして、ま

た、単価の一部見直しが行われますけども、こういったものも継続されるといったことでございま

す。 

 それから、先ほど言いました新設されます農地維持支払制度でございますけども、これは、農地

や水路、農道の点検等、維持管理を行う年間活動計画を策定をいたしまして、活動に沿って行われ

る実践活動、いわゆる草刈りであったり、水路の泥上げ等でございますけども、こういったことに

対する支援制度でございまして、交付金の対象地域は原則農振農用地となりますけども、中山間直

接支払い制度のような傾斜要件というのはありませんので、取り組みやすいところではあるかなと

いうふうに思っております。交付単価につきましては、田が10アール当たり3,000円、畑が2,000円

というふうになっておるところでございます。 

 以上でございます。 

（９番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  説明いただきまして、ありがとうございました。 

 今飼料米のことを部長のほうから説明いただきましたけども、飼料米に関しては、9.8ヘクター

ルということを実績で言われましたが、ＷＣＳというものは別といたしまして、やはり、養鶏、鶏

のえさです。そういったものへ持っていくということでございますけども、そういった取り組みは、

種といいますか、実といいますか、そういったものが、結局、非食用米と食料米とのまざりといい

ますか、そういったものは我々は心配をするんですけども、そういったことに関しては大丈夫なの

かということ。もしくは、もう一つは、違うことを言いますけども、人・農地プランの作成という

ものは、市長さんにもこれ責務として出されておると思いますけども、こういったことに関しての

説明もひとつお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（清水敏夫君）  農林水産部長 野田秀幸君。 

○農林水産部長（野田秀幸君）  まず、飼料用米が混入しないかということでございますね。飼料米

につきましては、現在品種が、ホシアオバという品種を使っておりまして、コシヒカリと違うもの

でございます。実際、人が食べてもおいしくないというものでございまして、これが、食用米のほ

うに混入されるということはないというふうに思っております。また、加工用米につきましては、

これは、コシヒカリを使っておるわけでございますけども、これにつきましては、農協が管理して

おりまして、数量でもって管理をしております。１反つくると郡上の場合は、１反当たり503キロ
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というのが基準の数量になっておりまして、これで計算をしまして、その分だけ加工用のほうに回

すといったことになりますので、これも、混入はしないかなというふうに思いをしております。 

 もう一点、御質問の人・農地プランでございますけども、国の新制度につきましては、強い農業

経営体の育成確保を主眼としまして、農地集積を進める方向性となってございます。そうした事業

の根幹として、24年度から始まった農家みずからが自分たちの集落農地の５年後、10年後の将来像

を描く人・農地プランがますます重要視されておるところでございます。 

 郡上市につきましては、現在20地区の集落数にしますと27集落でもって、この取り組みをしてお

るところでございます。このうち具体的には５地区が策定をされておるところでございます。 

 人・農地プランでの策定を進める中で、集落の現状とか、新しい農業施策を集落の皆さんが話し

合いを行いまして、地区の課題を解決するために、担い手への農地の集積を進めたり、集落営農の

検討を進めてございます。 

 今後も、人・農地プランの策定を主体としまして、国内外の農業動向を見据えながら、担い手の

育成であったり、あるいは６次産業化の推進など、郡上市の農業振興に取り組みたいというふうに

思ってございます。よろしくお願いします。 

（９番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  私の聞き方がちょっと悪かったと思いますけども、混入というのは、例え

ば、機械の中にあって食料用を使って一緒にするということを混入ということと、あえてわざとい

うことではなくて、偶然的にということ。もしくは、もう一つ言えるのは、例えば、ことし一つの

圃場に食用米をつくる。こっちの圃場には飼料米をつくる中で、仮にローテーションを組んだとき

に、その実がおちたり、そういうことをしたことによって、次年度において、そういったものが圃

場の中に混入しないかという、そういったことを質問したわけでございますので、もしそういうこ

とがあると、作業機とか、そういったことに関して、一緒にもう使えんじゃないかと。あるいは補

助金を出して、そういった作業機の手当ても必要じゃないかというようなことを踏まえて、ちょっ

とお聞きしたので、もし、そういうことがわかればお願いいたします。 

○議長（清水敏夫君）  農林水産部長 野田秀幸君。 

○農林水産部長（野田秀幸君）  飼料米のホシアオバという米の品種が種がおって、翌年度に入って

きたところに、主食米をつくったら、一緒になってしまうんじゃないかというお話ですよね。そう

いうことにつきましては、詳しいちょっと資料はございませんので、どの程度それが可能性がある

のかということはございませんけども、今までの、これから新たにこういうことが出てくるという

ことはわかりませんけども、今までは、そういったことで困ったという話は聞いておりませんので、

よろしくお願いします。 
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（９番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  それでは、そのことによって次の質問に移りますけども、2017年まで生産

調整、今郡上でいうと55％これぐらいつくってますかね。そうすると、45ぐらいが今調整しておる

という中で、仮にそれを減反というものが廃止になった時点で、今の米価も決して高いというふう

に思っておりませんけれども、そういった影響は、郡上市の場合、先ほど申しましたけども、30と

40という面積では、そういうことになったときに、影響が果たしてあるのかないのかということを

まずお伺いいたします。 

○議長（清水敏夫君）  農林水産部長 野田秀幸君。 

○農林水産部長（野田秀幸君）  これ減反政策が廃止になった段階で郡上市にどういう影響があるか

ということでございますね。ちょっとこの減反政策についても、とりあえず30年度で廃止するとい

うことでございますけども、このまだ流動的な点はあるというふうに思っております。といいます

のは、ＴＰＰのことがどうなるかによりまして、この辺の国の施策も今後ひょっとすると変更があ

るのではないかなという状況の中でのお答えでございますけども、国のほうとしましては、30年度

をめどに減反政策を今までやってきたのを、今までも減反政策というのは、いろいろな段階におっ

て変わっておりまして、現在は、減反というよりも、生産経営安定対策におきましては、数量目標

内でつくった米に対して助成をするといったことで、そういったことで、目標内で米をつくれば、

お米に対して助成をしますよということをもちまして、その米の数量を調整していこうという、今

まではシステムでございました。それを、30年度をめどに廃止するよということになります。 

 ですから、これまでも、例えばそれを超えてつくっておったという状況がございます。例えば、

郡上市でおきますと、16年度以降でございます。25年度につきましては、国全体で2.7万ヘクター

ルが超過をしてつくっておりますし、郡上市においても、19ヘクタールの作付超、要するに米をた

くさんつくっておるということで、それについては、ペナルティといったことは一切ございません。

要は、つくりたい人はつくるんです。ただし、目標数量以内でないと、米の交付金は出せませんよ

といったことで、ただ米の交付金はもらわなくても米たくさんつくりたいという方は、現在でもつ

くれるシステムにはなっているということでございます。 

 それを、そういった交付金も30年度からはなくなるよということでなりますと、政府としまして

は、情報をどんどん提供しますと。県単位でも情報を提供しますと。ですから、例えば先ほど議員

が言われました、米の消費量はこのぐらいおちますよとか、ですから、そういうふうな情報を提供

しますので、これからは農業者、あるいは大きなということになりますと農協等がなりますけども、

そういったところで、今後、30年度以降につきましては、情報を得ながら、独自の、要するに自分

がどのくらいつくればいいかといったことについて、経営判断でもってやっていただきたいという
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ふうな方向で国は示しておりますので、お願いしたいと思います。 

（９番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  ありがとうございました。平場と中山間とのやはり生産コストを含めた費

用的な面も含めて差というのはかなりあるし、仮に平場であったら圃場をまとめて、大規模な農業

ができるということの中で、なら、郡上の中で、そういったことが非常に難しい状況じゃないかと

思っておりますし、そういった中で、担い手、今言われたＪＡということも言われましたけれども、

そういった、僕が一番心配しておるのは、耕作放棄地がふえてこないかなという、特に、コストが

かかるとか、そういったことを踏まえて、やはり５年間ありませんけども、その認定農業者あるい

は企業、あるいは後継者を含めた組織といいますか、そういった担い手づくりをもう早速始めてい

かないと、そのときになって考えればいいということではなくて、現状からそういったものを、い

ろんなことを想定しながら、農業問題を考えていきたい。特に郡上の場合は、先ほど申し上げまし

たけども、耕作放棄地を含めた荒地、あるいは草が生える、獣害になるという悪い循環になってく

るということを、ある程度想定していかないと非常に難しいことになってくるんじゃないかという

ことを思ってますんで、そういったことを踏まえて、取り組みは願いたいというのが今の現状でご

ざいまして、担い手に関しては、私どもはっきりって担い手でございますけども、かなり年老いた

人もおりますし、そういったことも踏まえて取り組みをお願いしたいというふうに思っております。

よろしくお願いします。 

 それでは、次の質問に入らさせていただきます。 

 ２点目は、住民自治基本条例の制定と地域協議会ということでございます。 

 平成23年の９月に設立をされました住民自治推進懇話会から実に２年半、12回に及ぶ策定委員会

を経られまして、27条からなる条例案の提言を受けて、今回郡上市住民自治基本条例が制定をされ

ます。まちづくりを推進するために、市民、行政、議会がこの基本的ルールにのっとり、権利、責

務が発生する中で、まず、広く市民には条例を理解、認識していただくことが重要であると思って

おります。 

 郡上市誕生10周年を経過いたしましたけれども、市民の中にはまだまだ旧町村意識も強くあるよ

うに認識をしております。このたびの条例制定は市民の一体感を得るためにも必要不可欠と捉えて

おります。郡上市民としての認識を期待するものでありますが、市民に理解、協力を得ることとい

うこともなりますし、そういった得られるためには、何が必要かということを、市長公室長にお伺

いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（清水敏夫君）  答弁を求めます。 

 市長公室長 田中義久君。 
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○市長公室長（田中義久君）  それでは、今般の議会に上程をいたしました郡上市住民自治基本条例

に関係しましての御質問についてお答えをさせていただきます。 

 郡上市におきまして、非常にたくましいといいますか、非常に豊かな地域活動がありまして、そ

れを担っていただきます本当に力強い市民の皆様が多数見えるわけでございますが、総合計画でも

示しておりますように、やはり、どうしても少子高齢化等々のことから、地域の支え合いの仕組み

というものはやはり減退をしてくる、あるいは活力が減ってくるというふうなことがございます。

これは、これに対する対応をしていく必要があるわけではありますけれども、いろいろなそうした

まちづくりにつきましての基本的な考え方とか原則、あるいはこれからの郡上市としての協働のま

ちづくりにつきまして、一定の役割分担といいますか、皆さんがそういうことを考えていく、そう

した原則的なものをやはりつくる必要があるのではないかと。こういうことは、平成18年の総合計

画の中にも示されていたことであります。 

 また、その後、市民協働指針、平成21年のことでした。それから、その後には、現在の総合計画

の後期基本計画の中でも、自治基本条例を制定に向けて準備を進めていくんだと、こういうことが

これまでの郡上市の10年のその取り組みの中で、次第に明確になって、また我々としても、そうい

うふうな取り組みを具体的に進めなくてはならないと、こういうふうなことになってきたわけでご

ざいます。 

 それで、この問題につきましては、あくまでも条例が制定をされて、文言が整ったということで

は、それは実態、内容が伴わないことでは、これは、大変一番重要なことはそういうことでありま

すので、この出発点におきましては、少し経緯を説明をさせていただきたいわけですけれども、平

成23年の夏に、その総合計画の後期の審議会のメンバーの皆さんとともに、この住民自治に関する

懇話会というのをつくらせていただいたわけです。これは、一つの住民自治の運動というものを、

運動体というものが地域の中に、もちろんそれ意識しようがされてなかろうがいろいろあるわけで

すけども、そういう運動としての住民自治の認識あるいは活動自体を広げていきたいという願いを

持って、そういう皆さんとねんごろに話し合おうというところから出発をしたということでござい

ます。 

 ちょうど総合計画のメンバーは７つの旧町村の地域から、年代別、性別、あるいは産業別、非常

にうまく配分をされたメンバー構成でありましたので、まず基本としては、その30名の方に出発段

階としてはその役となっていただいたわけであります。 

 そういうふうにして取り組みをされてくる中で、１年半、２年度間の中では、30回を超えるくら

いの会合を本当に精力的に開いていただいて、また、大学教授の専任のアドバイザーも毎回出席を

していただいて、いろいろな議論が重ねられたことを覚えております。 

 また、あるときは、県下の先進事例の垂井町の実活動家の方をお招きして、そして、そのことに
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ついての垂井町における、こうした条例制定への経過というものについて学ぶ、学習会を開催をし

たこともございました。そういうふうなことをずっとやってきながら、そして、昨年の２月には、

この懇話会の皆様が、一つの提言として取りまとめられて、市長にぜひ条例を制定をして、郡上市

としては、しっかりまちづくりを進めていきましょうというふうなことになったわけであります。 

 それで、平成25年度、今年度には、先ほど村瀬議員が御指摘のとおり、策定委員会というメン

バーが今度はまた構成をされまして、具体的にそこで条例の文言につきましても、いろいろと議論

がされたということであります。 

 本来、市長提案の条例というものは、市長部局の中で一字一句つくっていくわけですけども、あ

るいは国、県からのそういうものを参考にしてつくるわけでありますけれども、今回の住民自治基

本条例につきましては、全部がまさに策定委員の皆様の手づくりで、そして、一字一句やり取りを

されて、その言葉にはどういう意味があるんだということをやり取りをされてつくられてきたとい

うことに非常に意義のあることではないかというふうに思います。 

 そして、もう一つの１点のことは、ちょうどことし、この３月１日に合併10年を迎えたわけであ

りますけども、こうした一つの節目の折に、この３月議会に市民の皆様の手によります条例案とい

うのはまとまって、そして、市の各部課、機関で審査が行われた結果上程されたということは、タ

イミング的にも非常にいい意義のあることではなかったかというふうに思っております。 

 そこで、中身につきまして少し御説明させていただきますけれども、この条例につきましては、

まず、先ほど申し上げましたような条例の目的のほかに、原理原則というものを掲げておりまして、

第４条では、基本理念、まちづくりの主人公である市民は、議会及び市長とともに協働によるまち

づくりを進め、いつまでも住み続けられる郡上を目指しますというふうに定めておりまして、これ

は、地方分権改革の流れの中で、国や県から市へ、さらには市民の皆さんにより近いところで政策

決定をする、そういうことを検討をすると、そういう場が移っていっておりますが、これまで以上

に市民の皆さんの意思と、また、そうした責任に基づいて、この地域のまちづくりが進んでいくと

いうことを目指したものでございます。 

 まさに、それを実現するためには、市民、議会、それから、行政がそれぞれの役割を理解をして、

そして、責任を果たしていくと、そういうことについて、うまくこの中に構成をして、それぞれの

役割等について示されておるということでございます。 

 また、市民の皆様にとりましては、市政やまちづくりについて知る権利、あるいは参画する、そ

ういうふうな立場、権利があると同時に、一方では、市政やまちづくりに対しての積極的な参画と、

そういうふうな責務、また、それぞれの行動、言動については、やっぱりそれを責任を持って皆さ

んで考えていこうというふうなことも、これ市民の皆さんの発議の中で、この条文の中にはうたわ

れておるところでございます。 
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 また、議会あるいは行政においても、市民の皆様が参画しやすい環境づくりに努めるということ

が掲げられております。 

 なお、このほか条例におきましては、住民投票のその仕組み、それから、行政評価の市民参加の

あり方、また、地方自治法では一旦削除されましたが、総合計画につきましての基本構想を議会の

議決事件としていくということについても、この条例において、根拠規定が定められております。 

 また、市民協働センターの根拠となるもの、あるいは広く地域づくりをしていく場合のよりどこ

ろとなる地域協議会等のまちづくり活動の拠点についてもしっかりとこの条例の中には明記をされ

ているということでございます。 

 先ほど御指摘がありましたように、充分この条例につきましては、広く市民の皆様にこれからさ

まざまな機会を通じて、御理解を進めていただきますような取り組みを進めて、また、市民の皆様

から我々も学びまして、ともによりよい郡上市づくりのこれが一番一つのレールとなって我々を牽

引していただけるような条例に、皆さんとともに盛り上げていきたいというふうに思っております。

よろしくお願いします。 

（９番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  ありがとうございました。ただいま市長公室長より基本条例の中身の説明

をいただきまして、広く市民の皆さんにもこういった旨を理解していただくということが非常に重

要であり、そういったものによって、郡上を愛する、郡上に長く住み続けてもらうということも非

常に重要じゃないかなというふうに思ってます。 

 そうした中にありまして、この４月、平成26年４月より発足をいたします各７地域における地域

協議会、今少し触れましたけども、協議会というもの、これは、地域振興の拠点であった条例の今

話出ましたけど、そういったものも広めることではないかなというふうに思ってますけども、こう

いった地域協議会の幅広い市民の意見を聞く場、あるいはそういったことを提案していく場として、

非常に大事じゃないかなと思ってますけども、未来の郡上づくりのための一丸となった協議会とい

うふうになってほしいと思ってますけども、そういった協議会に対して、行政側からの役割、役目

といいますか、そういった期待することというものを伺いたいと思っています。 

 時間がありませんので、少しお願いします。 

○議長（清水敏夫君）  市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  地域協議会につきましては、先ほどのこの自治基本条例の中に根拠条

例がありまして、条例に基づくまちづくりの拠点の委員会ということになることでございまして、

実際はもう少し細かな単位でのＮＰＯでありますとか、地域づくりの会がありますが、やはり、振

興事務所を配置をしまして、旧町村単位で現在その行政が運営をされておることでございますので、
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振興事務所の単位において、地域の皆さんの集まる場を設定をさせていただいて、そして、そこで

地域の皆さんが幅広い分野の皆さんで地域課題について考え、みずから解決していくことをそこで

編み出していただくと。そういうところのよりどころとなる組織としたいということでございます。 

 そこで、地域審議会ということが合併以来、これで10年間御活動いただいたわけでありますけれ

ども、この公的な役割も一部担う、その後継的な意味合いも含んでいただいて、さまざまな市政に

対する郡上市からの御紹介もありますし、気配りも、あるいはそちらからの御提言もありますから、

地域の課題をいろいろと考えていただくと同時に、市政に関しても、地域とつないでいただく市民

のとりでと、そういうふうなことを考えております。 

 しかし、より自立的で皆さんのよりよい自主的な委員会と組織とするためには、始めからこうだ

というふうに規定するよりは、そういうものを皆さんの議論の中で、地域ごとに特色を持った委員

会としてはつくっていただくということを考えておりますので、余り焦らずに組織づくりに取り組

んでいきたいというふうに思っております。 

（９番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  ありがとうございました。最後に、市長さんには、そういった基本条例と

今の地域協議会ということの取り組みとして、思いがあると思いますけども、その中のことをお聞

かせ願いたいと思ってますが、よろしくお願いします。 

○議長（清水敏夫君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、今回、住民自治基本条例というものを大

変市民の皆さんの参画を得ながら素案からつくっていただいて、現在、議会にお諮りをいたしてお

るわけでありますけども、その狙いとするところは、ただいま市長公室長が申し上げたとおりであ

りまして、端的にいえば、郡上市の本当に市民の皆さんが主体となった地方自治というものを確立

をするということだろうというふうに思っております。 

 今さら申し上げるまでもございませんが、地方自治というものは、一つは国、都道府県、市町村

といったような団体間の関係というような意味で自治を確立をしていくと。制度面、あるいは財政

面、そういった側面がよく団体自治と言われますけども、そういう側面とともに、本当にそれぞれ

の自治体の地方自治というものが、市民の皆さんの主体的な参画によって担われているかどうか。

そこが、幾ら団体自治というものが制度的に確立をしても、その中が、内実がすっからかんでは、

これはどうにもならんということでありまして、そういう意味の本当に市民の皆さんが主人公とな

って、郡上市政なり、あるいはそれぞれの地域のまちづくりというものにかかわって、参画してい

ただくと。こういうことがあって初めて真の自治ということになるというふうに思います。団体自

治とともに、住民自治というものがある。それが両方そろって初めて、真の地方自治の確立という
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ことになろうかと思いますが、そういうことを狙いとして今回、いわば市民の皆さんの協働宣言と

いうような意味合いを持ったものであるというふうに思っておりますが、今後、この策定に携わっ

ていただいた市民の多くの皆様方とともに、一層多くの市民の皆様に御理解を得ていきたいという

ふうに思っております。 

 それから、地域協議会につきましては、これもう市長公室長が申し上げたとおりでありますが、

まず、私からも、この現在の地域審議会、10年間かかわっていただいた皆様方に厚くお礼を申し上

げたいというふうに思います。それぞれの地域の皆さんが、新生郡上市の10年間を見守っていただ

き、いろんな御注文もつけていただき今日まで来たというふうに思っておりますが、そのいわば後

身といいますか、跡継ぎとして、今回地域協議会というものをつくり、その地域協議会には、これ

までの地域審議会の主として市長の諮問に応えるというような立場、あるいは行政に対してものを

言うという立場、そういうものも一部はもちろん継続をしていただきながら、本当に市民の皆さん

が、いろんな立場の活動をしていらっしゃる皆さんが、自分たちの地域を課題を解決していくため

にはどうしたらいいんだろうと、一緒になってやれることはないかというような形で語り合ってい

ただく、そして、活動を生み出していただく、そういう一つの私は市民の皆さんの広場であるとい

うふうに思っておりますので、そういう形に育っていっていただくように私ども行政も対応をして

まいりたいというふうに思います。 

（９番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  村瀬弥治郎君。 

○９番（村瀬弥治郎君）  それぞれありがとうございました。これで一般質問を終了いたします。 

○議長（清水敏夫君）  以上で、村瀬弥治郎君の質問を終了をいたします。 

 昼食のため、暫時休憩をいたします。再開は午後１時を予定いたします。お願いいたします。 

（午前１１時５０分）  

──────────────────────────────────────────── 

○副議長（武藤忠樹君）  議長を交代いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ０時５９分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 清 水 正 照 君   

○副議長（武藤忠樹君）  11番 清水正照君の質問を許可いたします。 

 11番 清水正照君。 

○１１番（清水正照君）  11番、清水です。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通

告に従いまして、順次質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 
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 今回は、介護保険制度の関係と「テレワークのまち郡上」づくりについて、お伺いをいたしたい

と思います。 

 初めに、介護保険制度の見直しによる新しい地域支援事業への取り組みの状況について、お伺い

をいたしたいと思います。 

 介護保険制度が見直され、要支援者に対する介護予防給付や地域支援事業が27年から29年度にか

けて段階的に廃止や見直しがされ、新しい地域支援事業に移行されることになっています。新しい

地域支援事業の内容につきましては、市町村の裁量で拡大することができることとなっています。 

 現在でも、一部の地域で実施されているサロンは介護保険制度の対象外となっていますが、今回

の見直しにより、新しい地域支援事業に位置づけられようとしています。 

 本市においても、地域の実情に応じ、住民本位の取り組みとして、サロンを参考に、各地区での

新しい地域支援事業として展開する必要があるというふうに思います。この新しい地域支援事業に

対する取り組みの現状について、健康福祉部長にお伺いをいたします。 

○副議長（武藤忠樹君）  清水正照君の質問に答弁を求めます。 

 健康福祉部長 羽田野博徳君。 

○健康福祉部長（羽田野博徳君）  介護保険制度の改正に関する御質問をいただきました。 

 ただいまの議員お示しのとおり、現在国において、制度の見直しに向けた審議が進められており

ます。要支援１、要支援２の認定者を対象とする介護予防給付のうち、通所介護、そして訪問介護

につきましては、市町村が地域の実情に応じた多様な取り組みができる地域支援事業に、段階的に

移行していくことが考えられております。 

 そこで、御質問にございました新しい地域支援事業の展開として参考とすべきサロン活動でござ

いますけれども、市内各地に集会所または公民館等を会場といたしまして、高齢者の閉じこもりの

防止であるとか、仲間づくりや健康づくり、こういったところを目的として行われております。民

生委員や福祉委員、また、地域のボランティアの支えもございまして、月に一回ないし二回、内容

といたしましては茶話会であるとかレクリエーション、また、健康体操などの活動を行ってみえま

す。 

 サロンの運営につきましては、現在、郡上市社会福祉協議会から開設１年目には２万円、続く

２年目に２万円、３年目に１万円の３年間にわたる財政支援がございますけれども、このことにつ

きましては、次年度、平成26年度からは継続した支援に向けた見直しというものが、現在、検討が

されております。 

 市内には、現在、約120ほどのサロンがございまして、1,800人余の方が参加されまして、市では

サロン活動に保健師であるとか、理学療法士、こういった専門職を出向かせまして、出前講座の形

で支援をさせていただいておるところでございます。 
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 このように、サロン活動でございますけれども、地域の皆様による自主的な取り組みとして開設

されてございまして、活動を通じた支え合いであるとか助け合い、そして見守りのネットワークが

広がるといった意識を高めるために、非常に意義ある活動ではないかというふうに考えてございま

す。 

 これらの活動を参考といたしまして、新しい枠組みとしての地域支援事業の展開について検討を

してまいりたいと思いますが、現時点におきましては、財政支援を伴います新しい介護予防日常生

活支援の総合事業、これに係る国のガイドライン、いわゆる指針が示されて、まだおりませんので、

この指針と整合を保つ中で、効果的、計画的かつ実行可能な取り組みを進めてまいりたいと思いま

す。 

 また、新しい地域支援事業の一考をするために、現在、市が取り組んでおります内容といたしま

しては、先ほどお示しがございましたように、平成27年度から29年度を計画期間といたします高齢

者福祉計画第６期の介護保険事業計画の策定に当たりまして、本年１月でございましたが、市内在

住の一般高齢者であるとか、要支援、また、要介護認定者約2,000人を対象として実施をしました

日常生活圏域のアンケート調査結果の分析作業を現在進めさせていただいております。 

 また、通所介護や訪問介護を提供しておみえになります市内の介護サービス事業所との協議のほ

か、国が、今回特に重点施策として示してございます地域包括ケアシステムを構築すべく、医療、

保健、介護、福祉など多職種の専門職員等によります地域包括ネットワーク研究会、通称「猫の子

ネット」という研究会でございますが、こういった組織も立ち上げをさせていただく中で、今後、

大きくさま変わりするであろう介護保険のこの制度改正に向けた取り組みを進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

（11番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  清水正照君。 

○１１番（清水正照君）  ありがとうございました。精力的に新しい地域支援事業に向けて取り組み

をしてみえるということを伺いました。 

 ここで、そういったものに向けての新しい地域支援事業に取り組むための施設について、今ほど

も集会場等でサロンをやってみえるというようなことをお伺いしましたが、やはりその提案をいた

したいというふうに思いますが、利用者が要支援１、２、要介護１、２ぐらいの人が対象になるか

と思いますが、利用者が歩いて通える範囲にあります集会所、地区集会所を地区のそういった「ミ

ニデイ」というような形で活用することを提案をしていきたいというふうに思います。 

 現在、地区集会所は、順次地縁団体に払い下げがされております。高齢者を対象にしたサロンな

どに利用されているところを、今、部長のお話のようにありますが、やはり多くが年に数回しか使

われないというようなことで、電気料や上下水道料などの維持管理費も必要になり、今まで以上に
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有効活用が求められているんではないかというふうに思います。 

 地区集会所を活用し、地域に根差した小規模な形態で、朝から夕方まで食事や入浴などの地域支

援サービスを行う。そのためには、やはり厨房施設の機能の向上や、サービスによっては洗濯場や

風呂場の整備などが必要になってくるというふうに思います。地区集会所を介護保険施設としての

承認を得て、国の施設整備補助を受け、整備できるように要望していくことも必要ではないかとい

うふうに思います。 

 今ほど120サロンがあって、1,800人が有効に使ってみえるということですが、地区集会所のそう

いった有効活用と、その施設整備についてのことにつきまして、健康福祉部長にお伺いをいたした

いと思います。 

○副議長（武藤忠樹君）  健康福祉部長 羽田野博徳君。 

○健康福祉部長（羽田野博徳君）  ただいまの御質問にございました現行の介護保険制度における通

所介護、いわゆるデイサービスのメニューでございますけれども、リフトバスなどによる送迎であ

るとか、食事や入浴、レクリエーションなど、全国一律の基準を持って実施がされているところで

ございます。 

 そこで、御提案にございます「地区ミニデイ」でございますけれども、この形態につきましては、

現在のデイサービスで提供をしているメニューから、その内容をコンパクトにする方法、例えばで

ございますけれども、自宅で入浴が可能な高齢者につきましては入浴のサービスを省くとか、食事

は配食サービスに頼るとか、開設時間を短縮をする、こういったようなところで、利用者のニーズ

に応じたサービスを提供することも考えられます。 

 言いかえれば、送迎、食事、そして入浴などの既存の通所介護事業所によるサービスのみにこだ

わることなく、高齢者のニーズに応じた施設や設備、ＮＰＯやボランティア等の支援の組織、それ

から、何よりも地域のマンパワーといった地域資源を生かしまして、ハードそしてソフト両面にわ

たる条件が整えば、より多様な運営が進めることも可能かというふうに思ってございます。 

 議員から御提案のございましたハード面の受け皿となる地区集会所の活用についてでございます

けれども、事業展開をするための一つの有効な手段としても考えられますので、国が、今後示すで

あろうガイドライン、いわゆる指針を踏まえつつ実行可能な施策となるよう、検討を進めてまいり

たいというふうに思ってございます。 

 なお、新しい介護予防日常生活支援総合事業に位置づけられることになります、通所型のサービ

スに伴う施設整備に係る補助制度につきましては、国による支援措置の動向を注視しながら、関係

情報を収集するとともに、必要に応じた国に対する働きかけにつきましても努めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

（11番議員挙手） 
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○副議長（武藤忠樹君）  清水正照君。 

○１１番（清水正照君）  それでは、そういったサービスの運営についてですが、やはり今申しまし

た地区の集会所の所有者である地縁団体に運営を委託するといいますか、そういった形で地域の人

を雇用して、やはりボランティアの協力も当然必要なわけですけれども、そういったものを含めな

がら運営をしていくということで、やはり収入については利用者からの負担金はあれですが、やは

り介護保険からの現行の負担比率によって負担をしていただいて、その収入を賃金や施設の維持管

理費に充てていくというような形で、やはり今後のガイドラインが示されてからのことになるかと

いうふうに思いますけども、やはり身近なところで、そういったサービスを提供する効果等が出て

くるんではないかということを思います。 

 今ほど部長からもお話がありましたが、やはりそういったひとり暮らしの高齢者などの巡回によ

る見守りが不要になったり、配食サービスということを言われましたが、そういったことも不要に

なる可能性もありますし、やはり高齢者の健康維持と生きがいが生まれて、やはり社会からの孤立

感が解消される、また、地域内での雇用が生み出され、地区集会所の有効活用が図られるというよ

うなことで効果が出てくるんではないかということを思います。 

 「地区ミニデイ」による地域支援サービスの運営方法と、現状と比較した効果について、お伺い

をいたしたいと思います。 

○副議長（武藤忠樹君）  健康福祉部長 羽田野博徳君。 

○健康福祉部長（羽田野博徳君）  今回の介護保険制度の見直しでございますけれども、先ほども申

し上げましたけれども、全国一律の基準であるサービスの内容を地域のニーズやら特性に応じまし

て、地域の資源を有効に活用しながら行うことが可能となることから、地域に密着したサービスの

提供の幅が広がるものというふうに考えております。 

 既存の介護サービス事業所はもちろんのことでございますけれども、ＮＰＯであるとか、民間事

業社、ボランティアといった多様な担い手による、多様なサービスが可能となりまして、住民主体

による低廉な単価の設定によりまして、現行よりも安価な運営が可能となり、これに係る利用料に

つきましても低減することが可能かといふうに考えてございます。 

 また、支援する側と、いわゆるされる側という画一的関係性だけではなく、サービスを利用しな

がら地域とのつながりを維持できるといった効果も期待をされるところかというふうに思っており

ます。 

 郡上市におきましては、高齢化がさらに進行をしている状況にございまして、広範な市域を有す

るそれぞれの地域の特性を生かしながら、持続可能な事業を展開をするためには、その受け皿とな

るべく人的な支援体制、いわゆるマンパワーをいかに構築するかにあるというふうに考えてござい

まして、地域ごとの実情に即した体制づくりにつきましては、行政はもちろんのことではございま
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すけれども、地域との関係性を保ちながら、今後、検討をしてまいりたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いをいたします。 

（11番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  清水正照君。 

○１１番（清水正照君）  ガイドラインがこれから示されるということで、ちょっと性急な質問にな

ったかというふうに思いますけども、やはり、こういった介護保険が見直されて、新しい地域支援

事業に移っているというような中で、これ今、集会所を活用したらどうかというようなお話をさせ

ていただきました。 

 人や地域の人とか、やはりそういった、今、利用が十分でないそういう集会所、介護予防施設の

ようなところもあるようですが、やはりそういった地域支援を有効に活用することと、やはり国の

そういった補助制度が決まってくれば、そういったものを有効に活用していくということが本市の

こういった介護保険制度を見直されたことによっての受け皿づくりには大変重要ではないかなとい

うことを思います。 

 最も適したサービスが提供できるように、できるだけ早く計画、また実行に移していただければ

ということを思いますが、市長にその辺をお伺いをいたしたいと思います。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをしたいと思いますが、先ほど来介護保険制度の見直しによる新しい

地域総合支援事業について、どう取り組むかと、こういうことでございます。 

 健康福祉部長が答弁いたしましたとおり、私も、これからの、大変たくさん高齢者の方もふえる

わけですし、そういう中で、従来より以上に身近なところでの支え合いという仕組みは、やはり不

可欠であるというふうに思っております。その際に、御提案のあった、身近なところの公共的な施

設の利用ということも大変大切だというふうに思います。 

 清水議員のお住まいになっているところの近くの市民の方で、そういうまさに何とか自治会のそ

ういう集会所がこういうものに使えないかという御相談を、大分以前ですが、御提案をしに来られ

た方がいらっしゃいまして、ぜひ一つそういうことで、どういうふうに取り組むかということにつ

いて、地元の皆さんと相談をしてくださいというようなお話をいたしましたけれども、私どももそ

ういう動きがそれぞれの地域から出てくることを願っております。 

 今、部長から申し上げましたように、まだ今これからの新しい制度の移行の詳しい話も十分では

ありませんけれども、そういう御提案のあったような趣旨に沿って、少しでも身近なところで、そ

れぞれの元気な高齢者がそういう支援を必要としている高齢者を支え合うと、支えるというような

姿、これは郡上市にとって必要なことだというふうに思いますので、そういうことを、これから策

定にかかります高齢者福祉計画、介護保険の計画等を策定をしていきますので、そういう過程にお
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いて、十分この福祉の関係者あるいは地域の関係者の皆さん方の御意見をお伺いしながら、そうい

う郡上市としての取り組み方の姿というものをいろいろと検討をし、実施に移していければという

ふうに思っておるところでございます。 

（11番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  清水正照君。 

○１１番（清水正照君）  ありがとうございました。今こうして、介護保険制度が見直されて、やは

り、ある意味市町村にいろんな面で投げかけられた部分が多分にあるんではないかなということを

思います。やはりここで、地域のつながりであるとか、地域の力とか地域の力の底上げといいます

か、そういったことにもかかわり、また、その自治体のやる気とか能力とか、そういったことにも

かかわってくるんじゃないかなということを思います。 

 健康福祉部のほうで、地域の実情については十分把握をされておられることというふうに思いま

すけども、やはりこういう、変わって慌てて対応するんではなくて、やはりある意味、それを予期

しながら積極的にかかわって、国のほうへも訴えていけるような体制づくりも必要ではないかなと

いうことを思います。 

 これが壁になってできないんじゃなしに、この壁を破るぐらいのことも必要ではないかなという

ことを思いますんで、やはり今後の、正式な法律ができるのはもうしばらくしてからだというふう

に思いますけども、やはりそういったものが施行されて、待ちの状態でなしに積極的に攻めていけ

るような体制をつくっていただいて、このことについては、本当に高齢者ばかりではないとは思い

ますが、やはり健康で長生きしていただくためにも、こういったことも必要だと思いますし、また

地域の、先ほど言いましたつながりのためにも必要ではないかなということを思いますんで、この

ことについては十分、先ほど、計画段階で検討されるということですし、やはり積極的に取り組ん

でいただきたいことをお願いをいたしておきたいと思います。よろしくお願いをします。 

 それでは、次に、テレワーク型産業の振興及び人材誘致プランということで、「テレワークのま

ち郡上」づくりの取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。 

 離れたところにいながら仕事をするというのは、テレワークということの定義のようですが、そ

ういった産業の振興と人材誘致プランということで「テレワークのまち郡上」を目指してと題して、

昨年の10月、ＩＣＴ利活用戦略ワーキンググループから最終報告が出されております。 

 報告書には、「本市は情報基盤が整備され、潜在的に有利な環境と条件がある。しかし、人口減

少や過疎化が心配される自治体の間では、早い者勝ちの施策であり、今なら先進地の仲間入りがで

き、本市の有利性を発揮できる」というようなことを書かれてあります。 

 プランの背景として、若年層人口の転出超過の課題や、ＩＣＴ産業の活性化の課題や、その対応

と他との差別化を掲げています。プランの達成を目指す目的として、従来のオフィスを離れ、別の
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場所で働くことを意味するテレワーク型産業を支援し、人材の移住を促進する。また、ＩＣＴ事業

の視点から、人口問題と雇用の確保の課題解決に当たるということは記されております。 

 先ほども言いましたＩＣＴを活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をする人たち──

テレワーカーと言うようですが、の転入により期待する効果として、既存の産業の振興とテレワー

ク型産業の経済活動によって、新産業の創出、雇用の確保が図られるなどが示されております。あ

わせて、達成のための具体的なアクションプランが提案されております。 

 情報基盤の活用、若者の流出を防ぎ、定住人口の確保、公の施設の有効活用、テレワーカーの転

入などが期待をされております。プランの報告を受けてから、課題や問題点などにどのように対応

されたのか、26年度テレワークのまち推進事業として、５万2,000円でしたか、講演会などの予算

が組まれておりますが、今後どのように取り組まれるのか、担当部長にお伺いをいたします。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  それでは、「テレワークのまち郡上」づくりということにつきまして、

郡上市としての取り組み方をお答えをさせていただきたいと思います。 

 今、ただいまほとんど「テレワークのまち郡上」を目指してということで、昨年、調査研究をし

ていただきまして、報告書をまとめていただき、それから26年度以降で取り組んでいこうとしてい

る事柄につきましては、ただいまお話をいただきましたので、私からは、これからの取り組みにつ

きまして、お話をさせていただきます。 

 まず一つは、昨年の調査・研究のメンバーは、もともと情報懇談会を前から開いておりましたの

で、郡上市内のＩＴ関係につきまして、非常に見識を持った若い人たちが見えまして、そういう人

たちと、それから商工会、そして県──岐阜県、それから郡上市というふうなメンバーで取り組ん

だわけでありますけれども、その中では、既に、例えば郡上市にそういうふうにして御希望があっ

た場合には、どこに受け入れることができるかと、そして、さらにその場合に、お住みになる場合

には、どういうふうな手配ができるかっていうふうなところとか、いろいろなそういうふうな調査

まで具体的にされてきております。 

 直接これで適用させたわけではありませんけども、郡上市へ転入してくださる方に対する、家の

補修に助成をする事業がありますけれども、25年度で、先般ちょうど適用させていただいた方も、

こういうことに類する職業の方でありました。 

 総務省の統計でも、すごくこれは伸びておりまして、特に、今言われた中で言うと、若い人を何

とか郡上に住んでいただく、息子ができれば帰っていただくと、そういうことですので、まず26年

度におきましては、ここにいろいろと提案があるわけではありますけれども、特に商工会の皆さん

ともよく話し合いを進めながら、また、郡上市としては商工観光部と深く連携をしながら、先ほど

の市民のそうした専門的な知識を持った方、さらには、その方の市外のいろいろなネットワークの
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関係の方とともどもに、この構想を実現していくための組織をまず立ち上げていきたいということ

が一つであります。 

 そして、それを進めていく中で、例えて言いますと、昨年度、研究段階で訪問をしましたけれど

も、四国の徳島県の神山町というところに、ＮＰＯのグリーンバレーという、大変有名なこのお取

り組みの先進事例がありますが、できれば、ここの取り組みを我々としても十分、既に行ってはお

りますけど、郡上の皆さんにも、このことを広く御理解をいただくための講演会等を開いて、そう

した機運づくりを高めていきたいというふうにして思っております。 

 それから、もう一つは、昨年のこの調査・研究のメンバーの仲間がハブ郡上というふうな、まさ

にこの受入れ団体となる、そういう関係の若い人たちでグループを立ち上げてくれました。これは、

全く民間のグループでありますが、郡上市としてはここと連携をする、いわば市民協働の団体提案

型の事業に取り入れて、この皆さんがやろうとしていることを精一杯応援をして、そして彼らのネ

ットワークを通じて、そういう人材を郡上に向けていただく。そういう気持ちが生まれてくれば、

しっかり郡上で受けさせていただくと、そういうふうな展開へ持っていきたというふうにして思っ

ております。 

 それから、もう一つは、交流移住推進協議会と今相談をさせていただいておりますけど、郡上に

移り住んでいただくには、何かのこのネタといいますか、その人たちの思いがあるわけであります

から、それは、いろんな要素があると思いますが、切り口の一つにこのテレワークを入れ込もうと

いうことで、交流移住推進協議会の移住相談の一つの切り口として、テレワークというものを立ち

上げて、そして、そのテレワークについて、郡上に関心のある方の、いわゆる見学ツアーをやると。

そして、我々が今提供しようとしているところを現に見ていただくと。そういうふうな形の中で、

実際に来ていただくという気持ちを掘り起こしていきたいと。 

 先般も、実は市長からのお話もありまして、岐阜市に本拠を置かれまして、全国展開あるいは海

外展開をされてみえます、非常に立派なＩＴ産業の、郡上にかかわりのある、そこの経営者の方が

おられますので、お会いをしてきました。その方も何とか郡上で、いわゆるスマートフォンのアプ

リの製作を、郡上で七人の侍を募ってやりたいというふうに言ってみえましたが、郡上の歴史文化

とか自然とかっていうものが、この右脳にはいいし、楽しい生活をしてもらいながら、そしてそう

いう開発型のソフト型の産業が根づくということになれば人口の増、それから外資の導入というこ

とにつながりますので、幾つかの産業振興の一つではありますけれども取り組んでいきたいという

ふうに思っております。よろしくお願いします。 

（11番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  清水正照君。 

○１１番（清水正照君）  それでは、市長に質問をと思っておりました。しますが、市長公室長のほ
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うから、大分答えていただいた部分もありますけれども、やはり今お話聞きますと、民間でそうい

ったグループが立ち上がって、それを行政としても応援をしていくんやというようなことをお伺い

をいたしました。 

 最初は、行政と民間が、そういったものをプロジェクトチームを立ち上げて進めてほしいと、将

来を見据えたプロジェクトチームを立ち上げて進めてほしいというようなことを市長にお伺いをい

たしたいというふうに思ってましたが、そうした形で民間の方が立ち上げていったグループに対し

て、行政としても積極的に取り組んでいくんだというような姿勢を、今、聞かさせていただきまし

た。いわゆる、これだけの基盤があって、それを有効に活用していく。 

 また、施設についても公の施設の整備の事業化、そういった形でいろんな光ファイバーといいま

すか、つなぐものが引っ張ってきてあると。ちょっと手を加えれば、今の公の施設を有効活用でき

るというようなこともあると思うんですが、やはりそういった形でこの「テレワークのまち郡上」

づくりということに関して、市長のお考えをお伺いをいたしたいというふうに思います。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  ぜひ、こういう新しい仕事の仕方といいますか、そういうことによって、こ

の郡上市という、非常に環境のいいところで住みながら、しかし、そういうＩＴ、そういうものを

活用しながら仕事を続けていくと、こういう生活スタイルというのは、一つの郡上市にとって、特

に若い人の定住ということにとっては大切なことであるというふうに思います。 

 通信基盤施設は、物すごい容量の通信量容量を要するようなものという意味では必ずしも十分で

ない面もあるかもしれませんが、もう大概のことは、やはりこの郡上にお住みになりながら、ＩＴ

を活用した、情報通信基盤を活用してできる仕事が多いというふうに思いますので、ぜひとも、先

ほどから出ておる若い人たちの取り組みを、行政としても支援をしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 そういう仕事をする能力を持った人材というものは必要であり、また、そういう人たちが仕事を

確保するということが非常に大切であるというふうに思いますので、先ほど田中室長が話をしまし

た、郡上ゆかりの情報通信の経営者なんかのお力もお借りしながらチャレンジをしてまいりたいと

いうふうに思っております。 

（11番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  清水正照君。 

○１１番（清水正照君）  ありがとうございました。やはり、そういった基盤がしっかりあってとい

う、今まで言われたように、必ずしも十分ではないかもしれんですけども、でもそこでやれること

はしっかりできていくということだと思いますし、やはり人口の減少にも歯どめをかけなければな

りません。 
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 新市建設計画で示された人口確保、努力目標の1,000人を確保するためにも、やはりそういった、

よそから入ってきていただくというか、そういったことも含めながらやらないと、努力目標が書い

ただけで終わってしまうようなことにもなりかねませんので、そういった意味合いにおいても、や

はり積極的に誘致活動を進めていただいて、あるものを、やはり今のことや公の施設の有効活用と

か空き家対策にも、当然なろうかというふうに思いますので、積極的な取り組みをしていただくよ

うにお願いをして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○副議長（武藤忠樹君）  以上で清水正照君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 田 中 康 久 君   

○副議長（武藤忠樹君）  続きまして、２番 田中康久君の質問を許可いたします。 

 ２番 田中康久君。 

○２番（田中康久君）  副議長に発言の許可をいただきまましたので、通告に従いまして、一般質問

を行います。今回は、大きく２点について質問いたします。 

 １点目は人口減少について、もう一点目は、市長の市政運営のスローガンであります「ずっと郡

上、もっと郡上」について、お伺いいたします。よろしくお願いをいたします。 

 まず１点目の、現在の郡上市の急激な人口減少は、あらゆる郡上市の課題の基礎にあるもので、

市民の皆さんの生活に大きく影響するものと思います。 

 また、２点目である「ずっと郡上、もっと郡上」は、昨年の12月の議会において、市長に、「市

民の皆さんと一緒になって、わかりやすい官民一体となった目標は何か」という質問をさせていた

だいたときに、市長が答弁をしていただいたスローガンでありまして、広報にも載っておりますし、

また市役所の前の垂れ幕にも掲げて「ずっと郡上、もっと郡上」という垂れ幕が掲げておられまし

て、私は大変いいスローガンだなというふうに思っております。 

 このスローガンは、我々大人世代に対して、郡上で住む、郡上で暮らす、そういった幸せを磨い

ていくことであったり、郡上の地域の魅力を磨いていくということでもあると同時に、また次世代

の子どもたちに対して、ずっと郡上に住めるようにと、そういう次世代への願いとか誓いという言

葉も込められておって、そしたら、大変いいスローガンだなというふうに評価をいたしております。 

 そこで、今回、この２つの質問とも、１つの部署で対応できるような問題ではなくて、あらゆる

部署、全部の部署でかかわっていく問題でありますので、個別の施策の是非というよりは、むしろ

市長のそれを進めていくやり方について質問をしたいと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 まず、１点目の質問をさせていただきます。 

 平成26年度の予算編成に当たって、市長はどのような指示を予算編成方針として与えられました
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か。そして、それは平成25年度の予算編成とどう違いがあったか教えていただきたいというふうに

思います。お願いします。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをしたいと思いますが、予算編成というのは、市の政策形成をするた

めには、最も大切な作業の一つであるというふうに思っております。 

 それで、郡上市におきましては、大体いつも11月の初旬ぐらいに、その年度、翌年度の予算編成

の基本方針についてというような市長命のこれから予算編成作業に当たる各部長宛てに文書を出し

ます。 

 この中には、例えば今年度、平成26年度の予算編成方針についてというものにおきまして、どの

ような留意事項というか、こういう点に留意しながら政策を練ってくれというようなことを申し上

げたかと言いますと、一つは、何遍も言っておりますように、いよいよ平成26年度から財政規模が

少し縮小していくよと、こういう中で、政策を推進していかなければならないというようなことは

申し上げました。 

 しかしながら、基本的な政策のあり方としては、私は市の総合計画の後期基本計画というものに

ずっと沿って政策を進めていくという基本的な態度をとっておりますので、その中で人口減少ある

いは高齢化、そうしたことに対応する政策をぜひとも推進をしたいので考えてくれというようなこ

とやら、あるいはコミュニティーの維持とかそういうこと、あるいは雇用の促進とか、そういうよ

うなもろもろの総合計画に掲げてあるような政策の柱に沿った施策を打ち出してもらいたいという

ことを申し上げましたし、平成26年度の一つの特異事項としては、合併10周年という一つの節目に

あるというようなことで、そのような留意事項も出しました。 

 そして、相対的にやはり、いつも行政改革の中でやっております、施策の評価ということをやっ

ておりますので、いろいろな、随分何本もの施策があるんですが、そういうものが真に効果のある

政策であるかどうかということを十分に吟味をして、予算要求をしてもらいたいと、こういうよう

な通達といいますか、そういうものを出しました。 

 そういうことで、各部は予算要求案を出すわけでありますけれども、そして財務課の査定あるい

は総務部長の査定、副市長の査定と進んでいくわけですけれども、一方で、私のほうで12月の13、

16、18日と、この３日間ほどは各部の翌年度の重点施策ヒアリングというような形で、今各部のほ

うとしては、こんなことを考えているんだけどもというような、来年度の施策の重点施策について、

案の考え方を聞きながら、こちらのほうも気がついたことを注文をするというような政策のそうい

う練り方をしておるところでございます。 

 たとえ私のほうからも注文を幾つか出しまして、しかしながら、必ずしもいろいろな問題点、各

部で検討をして、予算化には至らないものもたくさんあります。例えば、一例をいえば、鳥獣害対
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策というような中で、シャープシューティングというような動物を一定の区画へ誘い込んで、集中

的に駆除するというような、よそでやっているようなことが郡上でできないか検討してくれとか、

そういうような話とか、いろんな私もそこらじゅうで見聞きした新しい政策というものが郡上市に

おいて展開できないかというようなことで、宿題を投げかけたりいたしておるところでございます。 

 それから、最後、年末年始の休みに入るときにも、これから年末年始の休みに入るけれども、予

算要求作業は進んでいるけれども、何か各部長さん方、いい政策案があれば受け付けるので考えて

くれというような指示も暮れの庁議でしたり、そういうことをしておるところでございます。 

 そういう、この翌年度の予算編成は、１年の中では最も、やはり私も自分自身もいろんな課題に

対する対応策というものを探りながら、しかし、何ていいますか、職員の皆さんの中から、現場の

仕事に携わっている皆さんの中からボトムアップで、あるいはミドルアップ・アンド・ダウンと言

いますか、中間層からアップダウンで仕事が上がってくるようなそういうこと。必要に応じてはト

ップダウンというような、そういう幾つかの手法を混ぜながらやってきているところでございます。 

 したがいまして、第１問のお答えには、今申し上げたような多少の違いはあるかもしれませんが、

郡上市が抱えている課題、状況そのものが変わらない以上、引き続き、普段から申し上げている政

策について、推進できるよう指示をしたところでございます。 

（２番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  田中康久君。 

○２番（田中康久君）  平成25年と26年度の指示の違いは、基本的には合併10周年という部分だとい

うようなお話でしたけども、私は総合計画に基づいて予算編成をされるということは極めて当然の

ことだと思うんですけども、その上で市長がいろんな時代状況の変化だとか、議会とのやり取りだ

とか、特にこの部分を加速させたい、重点的に取り組みたいことだとか、そういった部分を予算編

成の段階で指示をされることが重要だなというふうに私は感じておるんです。 

 例えば、私は市役所の職員を務めた経験がありませんのでわかりませんけれども、基本的に平成

25年度と平成26年度の予算編成の方針が同じ方針であるよりは、市長がこの部分に関してはもっと

力を入れろと、この部分に関して加速をしてほしいということを一言言うだけで、新しい政策だと

か新しい取り組みとかが生まれてくるんだというふうに私は思うんですけども、市長はどのように

お考えですか。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  基本的な政策については、余り方向はぶれないというつもりでおりますが、

今お話がありましたように、いろいろと議会のほうからの提言とか、もちろん状況は刻々と変化を

しておりますので、それに応じた私が気がつく限りの指示はしているつもりだし、それは必要だと

思いますし、リーダーとしての、やはり役割であるというふうに思っております。 
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 例えば一例を言いますと、今回、若者カフェというような施策を打ち出しましたが、あれは、田

中議員がこの場において、もっと若者の言うことを市政に反映すべきだというようなことで、私の

ほうからも、ぜひ来年度はそれを盛り込んでくれというふうに指示をしたものであります。 

 また、実現はいたしませんでしたけれども、例えば下水道の接続率の向上のために何らかの助成

制度ができないかと、それも検討しろというような指示もしましたが、いろいろと難しい問題もあ

って政策化はしておりませんけども、そういうふうに幾つかの宿題を私も肩に背負っておりますの

で、そういうようなものについては、何とか政策化できないかというような指示は、そのときその

ときの状況に応じてしておりますし、そのことが大事であるというふうに思っております。 

 政策の形成に当たって、私もできるだけ、他の自治体ではどんなことをやっておるのか、特に先

進的と言われるような地域ではどんなことをやってるのかというのは、常にアンテナを張りながら

必要な指示はしているつもりであります。 

（２番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  田中康久君。 

○２番（田中康久君）  私が申し上げておるのは、今回の若者カフェのことも、また総合計画におけ

る構想の中で未来会議っていう部分をつくっていただきまして、郡上の若い人たちの意見を取り入

れてくださるということに対しては大変ありがたいというふうには思っておるんですけども、私が

申し上げておるのは、予算編成の一番最初の指示の段階ですよね。 

 その予算編成の一番最初の指示というのは、全職員の皆さんに、全部の全課署の全職員の皆さん

に行き届く指示の段階で、どういう指示を出すことが大切なのかというような、今、質問をしてお

るんですけども、例えば市長とのやり取りの中で、議論の中で、市長がこういうことをしろとか、

ああいうことを考えてほしいという部分というのは、要するに、ある程度方針ができた中での細か

いことを最後詰めるようなことだというふうなイメージを私は思うんですけども、そうではなくて、

例えば指示の仕方として、私が今回の予算編成に当たる合併10年を迎えて、これからの10年目を目

指す中で、一番市長として大切な指示だと思うのは人口の問題だというふうに、私は考えます。 

 これは、昨年度の12月の議会のときに、先ほどの議論でも平成30年には４万人なる郡上の人口を

４万1,000人にしたいということも、先ほどのやり取りでありましたけども、12月の総務委員会の

ときにも、私もこの４万1,000人に対して質問をいたしました、市長に。そのときに市長が、郡上

市の今の状況でこの４万1,000人、４万人から４万1,000人を目指すということはチャレンジングな、

極めて挑戦であると、難しいチャレンジングな目標であるということをお話をいただきました。 

 そこで、私は、これから合併、今10年して、これから新たなステージに向かう10年後を見据えて、

本市が今一番やるべき課題であり、市長が予算編成方針のときに指示すべき、特に重点的に指示す

べきだったのが人口の問題だというふうに、私は思います。 
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 先ほど、総合計画の趣旨のいろんな課題の中の並列として人口という部分も、多少人口減少に対

してどのように対応するかということを述べられましたけども、私は、特に市長は予算編成に当た

っては、人口増加策を考えてほしいということを特別に指示を出されるべきだったというふうに私

は思うんですけども、市長はどのように思われますか。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  まさに、おっしゃるとおりでして、私自身も市政の推進課題の中で人口問題、

非常に大切であって、そのことのために必要なやれることは何でもやりたいというぐらい思ってお

るところでありますが、先ほど申し上げました予算編成の基本方針の、表題はその総合計画の整合

性をとって推進を図ることと、こう書いてございますが、そのすぐ次の項目のところに市政の掲げ

る人口の減少と高齢化への対応を考えるべきだということを、特筆して、そこで、最初のほうで書

いております。 

 それで、そういうことで、やはり私は人口問題というのは、それに、なかなか各部局によって濃

い薄いはあるかもしれませんけれども、人口対策というのは、非常に総合的なものでありますから、

各部局に対して、この人口の減少と高齢化への対応というのは、まず最初に具体的に掲げている政

策の一つでありますので、十分そのことは申し上げているつもりです。 

（２番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  田中康久君。 

○２番（田中康久君）  その市長の思いが、どこまで職員の皆さんの中に響いて、どういういような

施策が出てくるかということが、私は大切だと思うんですけども、例えば人口の問題だとしたら、

商工観光部とか企画課、健康福祉部だけの問題ではないんですよね、総合的な取り組みですから。 

 例えば農林水産部が人口増加策に対して何ができるか、教育委員会が人口増加策に対して何がで

きるか、いろんな全部の部署がそれを意識して、全部の職員さんがそれを意識して、じゃ自分はそ

のことについて考えて、人口増加策について考えて、それを上にどうやって上げていこうかと、そ

ういうような意識を持たせていただくことが市長として必要だと思うんですけれども、それは十分

にやられていますか。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  そのことについては、いろいろと出てきた政策、そういうものから判断して、

まだまだ十分ではないというふうに思っております。 

（２番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  田中康久君。 

○２番（田中康久君）  私もそのように判断をいたしまして、この質問をさせていただいております。 

 ですので、ぜひ来年度の予算編成に当たっては、各部署、各課、全職員の皆さんがそれに対して、
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どのようなことができるかということを真剣に考えていただくように、今でも真剣に考えていただ

いていると思いますが、それが、ぜひ形にあらわれるように指示を出していただきたいというふう

に思います。 

 さらには、人口目標というものは、先ほどから議論しておりますように、各部署、全部署が共通

する目標ですので、これをどうやって達成していくかということは、総合的で連帯のとれた取り組

みが必要だというふうに思います。 

 1,000人の人口増加という部分っていうのは、大変難しいチャレンジングな課題だと私も思って

おりまして、今の人口減少の状態を、なぜ人口は減少しているかという部分の、科学的な検証とい

う部分の共通化ですよね。市の部署全員における共通化と、例えば出生率のアプローチをされてい

るのは、恐らく中心となっているのは健康福祉部だと思いますし、例えば出会いや結婚のアプロー

チをされているのは市長公室、移住のアプローチをされているのも市長公室だと思いますけども、

そういった情報という部分がしっかり皆さん共有化できて、要するに資源は有限ですので、政策的

な資源は予算が有限ですから、それを何にどのように投入していくことが、今の郡上にとって一番

大切なのかということを戦略的に取り組んでいく、そういった体制づくりが必要だと思うんですけ

ども、その点について、市長の戦略なり構想なり、体制づくりについて、どのようなお考えか、お

聞かせ願いたいというふうに思います。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  この人口問題については、再々申し上げているように、私の頭の中には一つ

の政策体系が、一応思い描いているつもりでおります。 

 お話のように、自然動態に対してどのように対応していくか、社会動態に対してどのように対応

していくかということでありますので、できるだけたくさんの健康な赤ちゃんをということと、で

きるだけ市民が健康で長生きをすることと、この２つが自然動態に対する対応でありますし、それ

から社会動態については、できるだけたくさんの方が、やはり郡上市へ帰ってきていただくという

か、あるいは来ていただくというか、そういう形で転入者と転出者との差を縮めていくという施策

をとっていかなければいけないということで、そういう施策をそれぞれにやっているつもりであり

ます。 

 全庁的にそういう意識が弱いとすれば、それについては、やはり全庁的な対策本部体制なり、何

なりをとって、きちっとしていかなければならないかなというふうに思っております。 

 きょう、たまたま出ました新聞に、昨年の10月１日現在、10月１日から翌９月30日までというサ

イクルでの人口動態統計調査というのが、岐阜県のほうから昨年の10月１日現在での統計が出まし

た。 

 その中で、岐阜県全体としては、24年のその１年間と25年の１年間で、前の24年の年が8,393人、
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岐阜県全体で減少したのに対して、25年は１万1,654人という大変大きな減少が、岐阜県全体であ

ったという発表がありましたが、郡上市について見てみますと、実は24年１年間と25年１年間で減

少数が約100人縮まったということでございます。 

 その中身を見てみますと、自然動態はほぼ一緒ですけれども、転入転出超過が約100人ほど縮ま

っております。そういうことが、やはり一つの郡上市の人口減を、前年が24年が559人減少だった

のが、25年は458人ということで、ちょうど101人減ってます。 

 やはり、人口対策というのは、今申し上げましたように、そういう何とかやはり社会動態という

ものを、少しでもその差を縮めていく努力ですね。それと自然動態の、やはりたくさんの赤ちゃん

をということ、それから、できるだけ元気で長生きするというこの施策、これを進めていくという

ことでありますので、お説のように、まだ取り組みが全庁的に薄いとすれば、そうしたきっちりし

た体制をとって推進をしてまいりたいというふうに思います。 

（２番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  田中康久君。 

○２番（田中康久君）  来年度の予算編成の段階において、そのような、先ほど言ったような指示を

出していただきたいと思いますし、特に、また対策本部なり、何なりをつくっていただいて、それ

をしっかりプロジェクトとして進められる、そういった体制をつくっていただくよう、再度お願い

をいたしたいというふうに思います。 

 それでは、大きく２点目の質問であります。 

 「ずっと郡上、もっと郡上」についてであります。 

 先ほども冒頭に申し上げましたけども、私はこの「ずっと郡上、もっと郡上」というのは大変い

いスローガンだなというふうに、私は思っております。郡上に生きて、郡上に住んで、郡上に暮ら

して、そういった郡上なりの幸せとか、郡上なりのよさをしっかり市民の皆さんに見つめ直してい

ただいて、また市としてもそれをしっかり磨いていくんだという試みでありますし、ずっとこの郡

上が暮らし続ける、そういうような町を目指すというような誓いでもありますので、私は大変いい

取り組みだなというふうには思っております。 

 そこで、この「ずっと郡上、もっと郡上」というスローガンが、先ほどの人口目標と同じように

全庁的に行き届いているのかと、そういうような指示を市長が出されているのかについて、お聞か

せ願いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  先ほども話がございましたように、この「ずっと郡上、もっと郡上」という

スローガンは、暮れの12月９日の議会、この場において、もう少し市民等にわかりやすい、共有し

やすいスローガンとか目標はないのかと、こういうふうに問われたので、私が感じていることをそ
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の言葉にあらわせば「ずっと郡上、もっと郡上」だというふうに申し上げたところです。 

 この「ずっと郡上」というのは、今も御指摘があったように、これまで私は２期目に出るときに

「次代へつなごう！！ふるさと郡上の元気創造」ということを言っておりました。 

 この「次代へつなごう」という、その持続可能性ということの意味を「ずっと」という言葉に込

めたつもりですし、そして、「ふるさと郡上の元気創造」と単にあるものを引き継ぐだけでなしに、

やはりチャレンジをしながら創造をしていこうという気持ちを「もっと郡上」というふうにあらわ

したつもりでございます。 

 したがいまして、言ってることはずっと同じでございますので、事を荒立てて、この「ずっと郡

上、もっと郡上」ということのために何をしろということを、その12月議会の後に言ったことはご

ざいません。私とすれば、前々から言っていることを一言で言いあらわせば、そういうことだとい

うことを申し上げたということと、先ほど、その基本方針で示したことに尽きているというふうに

思いましたので、事を改めて言うことはありませんでしたが、職員の皆さんは、その点については

理解をしてくれているというふうに思います。 

（２番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  田中康久君。 

○２番（田中康久君）  市長は大変頭脳明晰な方なので関係ないかもしれませんけども、私など凡人

は、例えば言葉──ボキャブラリーによって考えるわけです。言葉があるから思考ができるわけで

す。新しく「ずっと郡上、もっと郡上」というのは、新しい言葉ができて、その観点から、なら改

めてちょっと考えてみるかとか、改めて施策を見つめ直してみるかっていう部分で、また新たな考

え方が生まれたり、新たな創造が生まれてくるというのが通常の考え方というふうに思うので、そ

の点を踏まえていただきたいなというふうに思います。 

 ただ、この「ずっと郡上、もっと郡上」のスローガンにつきましては、私は今年度の市長の施政

方針、来年度に向けての施政方針の中で、「水」と「木」だということを中心とした予算をつくっ

たというような、市長が施政方針の中でお話がございまして、それはまさに郡上らしい、「ずっと

郡上、もっと郡上」らしい施策だなということで、大変評価をしておるんですけども、この「水」

と「木」を具体的に言いますと、「水」というのは小水力の発電ですよね、石徹白を中心とした小

水力発電、また「木」、木というのは、今回だと明宝の湯星館の木質バイオマスの木質ボイラー化

ということで、「水」と「木」ということを指しておるというふうに思うんですけども、このよう

な再生可能エネルギー、自然エネルギーというのは、まさに郡上らしい、郡上が今後取り組んでい

かなくてはいけない施策だというふうに、私は思っておりますし、また「ずっと郡上」という観点

でも、子どもたちに郡上らしいすばらしい環境を残していくという意味でも、大変重要なものだな

というふうに、私は思っておるんですけども、そこで、こういった自然エネルギー、再生エネル
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ギーという郡上らしい取り組みを、さらに今後進めていくためには、私はそのエネルギーの郡上市

内における自給率というか、エネルギーの自給率の数値目標というのをしっかり定めて、それに向

かって取り組んでいくということが必要だというふうに思っております。 

 例えば、今回の湯星館では、湯星館はたまたまボイラーの更新時期が来て、コストなどいろいろ

計算したときに木のほうがよかったと。それで、さらには郡上の木をしっかり使っていこうという

ものがあると思うんですけども、さらには、ほかの地域も、ほかの温泉に関しても、そういうよう

な時期ができたら、今回の湯星館を参考にして考えていきたいというようなお話をされましたけど

も、そういった取り組みを推進していく上でも、自然エネルギー、小水力のほうをさらに広めてい

くためにも、数値目標をつくって取り組んでいくということが大切だというふうに思いますが、そ

の点についてはいかがお考えでしょうか。 

○副議長（武藤忠樹君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをしたいと思いますが、３月号のある月刊誌にたびたび出てまいりま

す北海道の下川町の記事が出ておりまして、その中で安斎町長さんが、「下川町は近いうちに木質

バイオマスで、ほぼ町のエネルギーが自給できる」とこういう高らかにそういうことをおっしゃっ

ておられました。すごいことだなというふうに思いまして、その記事をこの間庁議で、全庁議のメ

ンバーに配ったとこですけども、でき得べくば、そのような形で、やはり一定の目標を掲げて進み

たいというふうには思っております。 

 郡上市においても、小水力発電については、今回出しましたように石徹白等で取り組みが始まっ

ておりますが、そういうものについて、今後、新年度には、さらに郡上において、小水力の発電が

どの程度可能適地があるかとか、そういうことを検証しながら進めていきたいというふうには思っ

ておりますし、木質の燃料のそういうボイラー、木質ボイラー等についても、やはり一つの先見的

な取り組みとして、明宝の湯星館を取り組みながら、「これがいけるぞ」というようなことになれ

ば、さらに次の政策を考えていくというようなことで進めたいというふうに思っておりまして、今

の段階で高らかに目標率を掲げるというのは、ちょっとまだ早いと思っておりますので、もう少し

時間をいただきながら考えてまいりたいというふうに思っております。 

 下川町、3,500人の町と４万5,000人ほどの郡上市とはかなり規模が違いますので、なかなか一概

にエネルギーの自給とか、そういうようなことを掲げるのはなかなか困難ですけれども、例えば、

どの程度はやってみたいかと、やろうかというような取り組みの目標というものは、一定のその先

行的な取り組みを検証しながら、今後考えてまいりたいというふうに思います。 

（２番議員挙手） 

○副議長（武藤忠樹君）  田中康久君。 

○２番（田中康久君）  これは、環境省出身の千葉大学の先生が全国のエネルギー自給率の市町村の
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データを調べられて、これ古いデータで恐縮ですけど、2008年の段階で、エネルギー自給率100％

を上回る市町村が50市町村あるというようなデータも出ております。 

 いずれにせよ100％が何％なのかということは、また数値を出されたときにいろんな議論をさせ

ていただきたいというふうに思いますが、いずれにせよ数値目標を定めてやっていただけるという

ことですので、大変市長の答弁に評価をしながら、これで質問を終わりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 それでは、これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（武藤忠樹君）  以上で田中康久君の質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は２時25分を予定いたします。 

（午後 ２時１０分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（清水敏夫君）  議長を交代しましたので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ２時２４分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 鷲 見   馨 君   

○議長（清水敏夫君）  ７番 鷲見馨君の質問を許可いたします。 

 ７番 鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  ただいま議長さんから発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして、

一般質問を行います。きょうは４点ばっか大きく分けて質問いたしますが、よろしくお願いしたい

と思います。 

 既に、前の２番議員からもいろいろ市政につきまして質問がありましたので、そのほか視点を変

えて、御答弁いただければありがたいと思います。 

 最初には、新年度予算の最重要方針についてでございます。 

 御承知のとおり、合併10年後の長期展望、将来動向あるいは見通しについてのお伺いでございま

す。 

 さて、合併10年が経過し、施政方針の中でも平成26年度を次なる10年に向けて第一歩を踏み出す

年度として表現されておりますとおり、今後の都市と地方の交流、共存・共栄、グローバル国際社

会の中での産業・観光の振興、福祉社会、教育推進など、あるいは新エネルギーの利用推進、市民

参加のまちづくりの対応など、さらに重要な時代に向かおうかと思われております。 

 御案内のとおり、財源の確保、行財政改革、地方交付税の順次削減など、大きな課題もたくさん

あるところでございます。 
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 そこで、市民の方々は、それらを期待して、大きな夢も描いてみえると思います。どうか、明る

い将来に向けた事業展開を図れるような方策を期待をいたしていますが、来年度の最も重要、特色

のある政策、取り組みについての市長さんの御説明方針をまずお伺いをしたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（清水敏夫君）  鷲見馨君の質問に答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、先ほど田中議員のほうからも御質問があ

りましたように、郡上市にとって、今非常に大切なことは、この少子高齢化の進んでいく郡上を、

どうやって住みやすい、そして持続可能な町にしていくかということだろうと思います。 

 そういうことで、先ほど来話がありましたように、でき得る限り郡上の地域資源を活用をしなが

ら、生かしながら、みんなが安心して暮らせるような地域社会をつくっていきたいと、そういう思

いで予算編成をしたつもりでございます。 

 財政的なフレームといたしましては、何遍も申し上げておりますように、これから一般財源、特

に交付税財源の漸減段階に入っていきますので、それに対応しながら、かつまた財政硬直化しない

ように、市債の通常債の起債枠20億円というようなものを守りながら予算編成をしたところでござ

います。 

 郡上らしい持続可能な地域社会を目指してという政策のもとでは、小水力発電あるいは木質燃料

によるボイラーの湯星館への導入と、こういったことで一つの新しいエネルギー時代への実験的な

取り組みを進めていきたいというふうに思っているところであります。 

 それから、安全ということが何より大切でありますので、今進めております大和中学校の改築を

初めとして、ことしは、非常にたくさんの数の小学校の耐震化というようなものにも取り組むこと

にいたしました。これ、新年度ですね。 

 それから、また市民の皆さんの災害時における安全を確保するということでは、自治会の集会所

の耐震化というようなものにも90％補助というような補助制度を設けて、これから取り組んでいく

ことといたしているところでございます。 

 また、懸案でございました、今、土砂警戒の特別警戒区域の中へ入りました和良振興事務所の庁

舎を消防自動車の車庫と兼ねて新しく木造でつくるというような取り組みもさせていただこうとい

たしておるところでございます。 

 また、これも合併以来の懸案となっておりますが、市内の斎場の問題です。こういうものもこれ

からの将来を見越しながら、北部の拠点的な斎場施設の整備を重点に置いた計画を立てて、その建

設にこれから取り組んで、次年度以降取り組んでいこうというふうにいたしているところでござい

ます。 
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 また、子育ての支援等については、引き続き子育て応援事業種々のものをやってまいりたいと思

いますが、新年度、新しく子育ての経験のある方に、その支援を必要としている家庭を訪問してい

ただくような事業であるとか、あるいは子育ての支援ブックというようなものを配布をするといっ

たようなきめ細かい事業も進めていこうというふうに考えております。 

 それから、やはり、これから新しい10年を、次の10年を迎えていくに当たりまして、私は一番や

りたいと思っておりますのは、これはなかなか財政の問題もありますけれども、その「もっと郡

上」という部面での、やはり郡上の薫り高い文化というものを、やはり施策を進めていくことでは

ないかというふうに思っておりまして、さきに国から認定を受けました歴史まちづくり事業あるい

は重伝建のそういう町家の整備事業であるとか、あるいは郡上市史の編さん事業の本格化であると

か、あるいは文化施設、歴史的な価値の高い資料や美術工芸品等のこれから収蔵展示の施設等を、

郡上市としてどうあったらいいかというような取り組みも進めていきたいと、そういうような形で、

今後の、やはり全国に誇れる郡上市づくりのための文化施策、そういうようなものの取り組みも進

めていくということで予算化をしたところでございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  どうもありがとうございました。大変前向きな御答弁でございますが、なか

なか環境的な厳しさもございますけども、今言われましたように、自然環境とか文化伝統、そうし

たものも生かしながら、どうか青少年に夢と希望を与えるような行政の運営をして、総合行政がで

きるような方向で、ひとつお進めいただくことを御期待を申し上げたいと思います。よろしくお願

いします。 

 それでは、２点目になりまして、実は、これは希望のある題材の一つでございますが、長良川木

材事業の協同組合の政策について伺います。 

 ３点ばかお尋ねをしたいと思います。 

 長良川木材事業協同組合の大型製材工場の安定推進稼働に向けて、原木供給のための施業ほかの

集約化、林道などの環境整備、関係団体との協調、協力、共存等についての市のお考えをお伺いし

たいと思います。 

 ２点目は、大型製材工場の稼働することにより、木材生産林での森林資源の活用のめどがついた

ときに、木材生産に向かない森林の管理や活用、それらについての市のお考えを伺いたいと思いま

す。 

 ３つ目が、３月１日の合併記念講演の中で、藻谷さんから「郡上市なら将来的に木質バイオマス

エネルギー自給ができる」と伺った。森林資源のエネルギー利用に期待しており、製材業態に向か

ない森林資材活用方針についての市の将来の考えをお伺いしたいと思います。 
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 ３点につきまして、よろしくお願いいたします。 

○議長（清水敏夫君）  ３点について、順次答弁を求めます。 

 農林水産部長 野田秀幸君。 

○農林水産部長（野田秀幸君）  ３つの御質問をいただきました。順次お答えをさせていただきたい

と思います。 

 まず最初に、長良川木材事業協同組合の大型製材工場の稼働に向けての原木供給等々の御質問で

ございます。 

 大型製材工場の安定稼働には、原木の安定供給というのは必ず必要になってまいりまして、これ

は最重要問題だというふうに思っております。そのためには、当面４つの取り組みが必要であると

いうふうに思っております。 

 １つ目は施業地の確保でございます。それから、２つ目は生産基盤の整備、それから、３つ目に

は労務者の確保、４つ目には労務者の技術力の向上といったことがあると思います。 

 これにつきましては、この４つのことにつきまして、それぞれ市で行うべきこと、あるいは素材

生産事業体であります森林組合等に指導、あるいは、そこで御努力をいただきまして、労務者等も

確保していただくということもありますし、また、技術力を向上するために、それぞれの研修に市

としても支援をしていくといったことがございますので、そういったことも現在既に取り組んでお

りまして、そういったことも進めていきたいなというふうに思っておるところでございます。 

 それから、２番目の御質問でございますけども、木材生産に向かない森林の管理や活用施策につ

いて、市はどうするんだということでございますけども、これにつきましては、郡上市でも、岐阜

県森林づくり基本計画の定める基準に準じて、森林資源の循環利用に向かない地域を環境保全林、

水土保全林と位置づけまして、林道等の路網から遠いなど、施業条件の悪い地域の人工林の整理伐

とか、林相転換を目的とした天然更新等による森林管理を進めております。環境保全林としては、

集落周辺の森林、いわゆる里山林が該当になると思いますし、水土保全林としましては、水源地域

等の奥山林が想定されるところでございます。 

 里山林につきましては、環境保全的な面、野生動物の隠れ家をなくすという面、あるいはまた森

林散策などの空間利用をするという面があると思いますけども、市としては、これまでも市単の小

規模森林整備事業といった事業とか、あるいは里山モデル事業等で、また森林環境税を利用して里

山林の整備等をしてまいりました。 

 さらに、本年度から国の補助事業といたしまして、森林山村多面的機能発揮対策事業といった事

業が創設されまして、これでもって里山林等を整備できるわけでございますが、こういった事業を

有効に活用していきたいというふうに考えております。 

 また、水源地域等の奥山林では、人工林の水源涵養機能が著しく低下していると認められる箇所
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につきましては、森林環境税を活用いたしまして、整理伐を目的といたしました切り捨て間伐を進

めているところでございます。 

 今後、人工林として、生林が認めない森林については、広葉樹等への林相転換も実施していきた

いというふうに考えております。来年度は、民間事業体と協力して、郡上市に合った林相転換と技

術の確立を目指してモデル的な試験地を整備する予定でございます。 

 そして、もう一つ、３点目でございますが、自然エネルギーの関係でございます。 

 これにつきまして、森林資源の活用方針について市の考え方を伺いたいという御質問だったとい

うふうに思いますけども、まず、製材用材、合板用材に向かない、これまで未利用だった森林資源

の利用といいますのは、大規模な施設整備を必要としない地域の実情に合わせた熱利用を中心に進

めていきたいというふうに考えております。 

 小さなことではございますけども、市では平成23年度から家庭用のまきストーブに対して補助を

しております。これで一般家庭での熱利用を進めておるところでございます。 

 また、平成24年度から木の駅プロジェクトと申しまして、山から木を出してきまして、それを団

体でやるわけですけども、この出してきた未利用材を木質バイオマスの燃料として販売するといっ

た事業を行っておりますけども、今年度は３団体で230トンの材を出してまいりました。来年度は

４団体が取り組む予定というふうにしております。 

 また、市内でまきを生産販売する組織もふえつつありまして、平成25年度は10社がこういったこ

とをしておるという状況でございます。 

 それからもう一つ、先ほど来からお話がございますが、明宝温泉湯星館のボイラーを木質バイオ

マスにしたいということで、来年度予算にも計上させていただいておるところでございます。 

 これも、先ほど来から言われておりますように、今後、状況を検証いたしながら、ほかの公共施

設の利用についても研究・検討をしていきたいというふうに考えております。 

 以上のような取り組みを総合的に進めることで、市内の未利用材の熱利用を進めていきたいとい

うふうに思っております。 

 また、木材の生産量が一層増産されまして十分な燃料用の原木が出てきたということになります

と、そういった時点では、またバイオマス発電といったことも検討をしていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  ありがとうございました。大変、この企業が来るということは、大きな期待

ではございますけれども、今の林業行政からいうとなかなか厳しいものもあるんではないかと、そ
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んな予想もされます。特に、コスト面とか、そういうような体制的なことを、相当これは国や県、

市が応援をしないと難しい点も出るんじゃないかという予想もします。 

 しかし、先般の起工式にも、向こうの経営者も大変張り切って期待をされていますので、どうか

各関連企業と、あるいは周辺の森林行政の方面とも協力し合いながら、ぜひ成功裏に終わるように

頑張っていただきたいと、そんなことをお願いしながら、この質問を終わりたいと思います。 

 ３点目でございますが、実は、かねがね検討・研究されておりましたが、人間国宝の宗廣力三氏

の作品の重要文化財の保存、美術館の建設についてのお尋ねでございます。ちょっとパネルがあり

ましたら、申しわけない。宗廣力三さん、人間国宝さんのちょっと経歴を、御紹介を、御了解をい

ただきまして、させていただきまして、それから質問に入りたいかと思います。 

 宗廣力三氏は、御案内とは思いますが、もう人間国宝になりましてから30年もたちましたので、

市民の方々にも大分記憶に印象が薄れておるんじゃないかということから、せっかくの尊い方でご

ざいましたので、御紹介を申し上げながら次の段階に行きたいと思います。 

 氏は大正３年に、現在の郡上八幡町初音に生まれ、県立郡上農林学校を卒業、昭和10年から郡上

青少年の修練道場の凌霜塾の設立にかかわり、主事として指導に当たる。終戦の翌年より、満州郡

上村からの引き揚げが始まると、白鳥町の那留ヶ野大平開拓農場を開くに手伝うと。その後、京都

市染色試験場長の浅井修吉氏のもとで修行され、27年、郡上に古くから伝わるつむぎを改良したつ

むぎ織り物に志し大平開拓農場内に郷土芸術研究所を開設、本格的に研究製作に入りました。昭和

30年、全国農産工業輸出振興展示会で手織り草木染のネクタイなどが、横浜貿易協会長を受賞され

ました。この年の秋、京都に陶芸家河井寛次郎氏を訪ね、「郡上紬」を見せる。33年に初音に工房

を移築し、郡上工芸研究所と改名、40年、日本伝統工芸展に初入選、43年、現在の宗廣力三宅を下

呂市萩原町から移築し、郡上染め織り資料館を開設と。55年に神奈川県南足利市に工芸研究所を開

設を移住する。57年に国の重要無形文化財と。「紬縞絣織り」の技術保存者、人間国宝に認定され、

紫綬褒章を授与されると。そして、平成元年に死去をされるというような経歴の持ち主でございま

す。 

 そこで、ちょっとお尋ねを申し上げますが、「郡上紬」は郡上八幡出身の故宗廣力三氏が郷土の

素朴な地織りを再現、産業化し、さらに研究と開発を続けて工芸品と高めた織物であります。昭和

57年に国の重要文化財に「紬縞織り」、「絣織り」とも指定され、力三氏はその技術保持者として

人間国宝に認定された方である。 

 現在は、長男の陽助氏が力三氏の心と技を受け継ぎ、「郡上紬」の製作者として活躍される一方、

力三氏の作品と、それらに付随する一連の資財を大切に守っておられると。作品については、これ

までも市内外の美術館などに展示、これを高く評価を得ているところであります。 

 市内には、一連の作品や資財を一括して保存・活用する施設が十分でないため、消失、散逸など



－１８５－ 

が危惧される。近年は、文化財を取り巻く全国的傾向として盗難、紛失、劣化等による損失も数多

く発生しているが、宗廣力三氏の作品等についても郷土にゆかりの作品、貴重な美術品を散逸され

ないために、展示収蔵施設を設置して保存活用を図り、郡上の文化的威力を発信し、周囲にこれを

認識、氏の誇りとして守ったらどうか。 

 この宗廣力三氏の美術館の建設、作品などの保存活用について、市としてはどのように考えてお

られるのか、お尋ねをまずしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  御指摘がありましたように、宗廣力三さん、大正３年の４月25日生まれと伺

っておりますので、この４月に生誕満100年ということになるわけでございます。そんな折柄、こ

ういう話題が出てくるのも何かのお引き合わせかというふうに思いますけども、前々からこの人間

国宝宗廣力三さんの「郡上紬」、こうしたものをどう郷土の宝として、後世に伝えていくかという

ようなことは課題でありまして、私も教育長とかねがねいろんな相談をしておったところでござい

ます。 

 また、たまたまことしに入りましてから、地元の方々を中心にして、何とか考えてほしいという

ような話もございましたし、かねがね教育長は、力三氏の御子息である陽助さんといろいろとその

お気持ちをお聞きをしたり、いろんなことで、今後どうするかということを検討してくれてたわけ

でございます。 

 そのようなことで、私も基本的には非常に郡上にとって大切なものであると思いますし、単にそ

の「郡上紬」というものが芸術的にすばらしいということだけでなしに、私も宗廣力三さんの「郡

上紬に生きる」という自伝めいた本をお借りをしまして、これは昭和62年に出たものでありますけ

れども、読ませていただいて、その一生というものを振り返させていただいたら、本当にすごい生

き方をされた方だなというふうに感銘を受けているところでありまして、何とかしたいという思い

は非常に強く持っております。 

 そういうことで、地元の方もいろいろお話がございますが、ともかく、いろんな収蔵・展示とい

うようなことについては、後々の管理運営ということも考えますと、いろんな考え方ができるので

はないかというふうに思いますので、私ども市としては、今回教育委員会のほうに、まずとっかか

りの予算を組ませていただきましたが、検討をとにかく始めていくということでないかというふう

に思っております。 

 また、今回は、あわせてちょうど時を前後して、郡上市に残るいろんな貴重な歴史資料ですね、

主として古文書類と言ってもいいかもしれませんが、そういうものの散逸を防ぐためにも、そうい

うものの収蔵や展示や、あるいはそういうものの研究機能を持った、そういうものが必要なのでは
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ないかというようなお申し入れもいただいております。 

 したがいまして、そういうことを含めて、いろいろと今後の対応ということについて、基本的な

検討からまず第一歩を始めたいというふうに思います。財政的な問題もございますし、先ほど申し

上げましたように、それがたくさんの方々に訪れていただいて活用していただけるというか、利用

していただけるという面からもどうしたらいいかという問題もございます。 

 市のほうでも、いろんな、これから施設の転用・利用というような問題も出てくるだろうと思い

ますので、さまざまなことを考えながら、関係者のお知恵を糾合していきたいというふうに思って

おります。 

 私も先日、このことにつきましては、岐阜県美術館の館長さんを訪問しまして、ついでの用事が

あったんですけども、そこで、やはりいろいろと、あちらのほうにも非常に大変、この「郡上紬」

に詳しい学芸員の方もいらっしゃいますので、そういった方々のお話も聞いてきて、今後いろいろ

と御助言等もいただくような話をしてまいりました。 

 いずれにしましても、新年度、まずは基本的なことから、いろいろと教育委員会のほうで関連の

組織を立ち上げて、検討していってもらいたいというふうに考えております。 

（７番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  鷲見馨君。 

○７番（鷲見 馨君）  ありがとうございました。御案内のように、この事業につきましては、なか

なか簡単なものではなかろうと思いますし、今までも恐らくいろいろまで議論があったかと思いま

す。私もちょっとちゅうちょいたしておりましたけども、まず地元からも要望があったり、研究を

してみると、市も前向きに勘考してみるということもちょっと聞きましたので、できますればよく

相談しながら、どういう方面に活用したらいいか、これは重要ではありながらも、今言われました

ように、維持・管理から将来の検討は難しかろうと思いますが、まず、とりあえずよく検討してい

ただくようにお願いを申し上げながらいきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 また、御案内のように関連して、郡上にはそうした伝統的な文化施設もございまして、非常に人

口も減少したりして、保存研究が難しくなるというような課題もあろうかと思います。含めて、総

合的に検討願えればありがたいと、そういうきっかけにしていただければと願っておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 以上をもちまして、３点目は終わります。 

 ４点目でございますが、これはちょっと何ですが、少子高齢財政厳しい中、都市・地方・海外と

の協調、共生事業の強化推進についてのお尋ねでございます。 

 社会のグローバル情報化、幸福感、人生観の変化の動向が、最近特に目立っておりまして、なか

なか集団化とか社会待遇は難しいんじゃないかと思っています。 
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 アベノミクス効果によって、郡上では景気の上向きが多少見られるようになりましたかと思いま

す。2020年には東京オリンピックが開催されることもあり、資本投資も見受けられる中、その恩恵

を地方、郡上にももうちょっと努力しながら持ってこれまいかというようなことも期待をされてお

ります。 

 東京、中京圏からの移住定住を促進、若者も含め、広い年齢層で情報交流や知識や地域づくりの

エリアにもネットワークがあろうかと思われます。 

 近年までは、所得の増加や生産環境の向上が幸福感につながるような意識が非常に強くあります

けども、例のブータン国のように、お金や物品の価値観だけでなく、豊かな心や人生を過ごすとい

うような、意識の幸福感というような、人生観の増勢もこれまた一面必要じゃないかと思っていま

す。 

 幸い郡上には、豊かな自然や伝統文化、芸能があり、素朴らしい環境を最優先し、ほかにない安

全・安心な幸福感を感じられるような、そうした社会活動や人生の見方も示唆してもらうような指

導、教育もできまいかと願っておりますが、その辺につきまして、感触、感想がありましたら、お

尋ねをしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  答弁を求めます。 

 市長公室長 田中義久君。 

○市長公室長（田中義久君）  それでは、都市部との交流でありますとか、あるいは郡上のこのすば

らしい自然、歴史文化を生かした、幸福感を感じられるような生活というふうなことでございまし

たけれども、やはり、そうした郡上の魅力を、一方で郡上の活力へ向けまして、都市部の皆様に、

やっぱり大勢来ていただくという取り組みを、全体として取り組みをしているところであります。 

 とりわけ交流移住推進協議会では、先ほど中京圏という御指摘がありましたが、やはり一番近く

て、最寄りで、しかも本当に実数として多くお越しをいただいている中京圏のターゲットというも

のにつきましては大事にしておるところでございまして、交流移住推進協議会の活動におきまして

も、その中京圏に対して非常に密度の濃い取り組みをさせていただいております。 

 平成20年にこの協議会を立ち上げて、さまざまな業種の方、また不動産を実際扱ってみえる業界

の方も入っていただきながら、ぜひ郡上にお越しいただく環境づくりとお世話をしていこうという

取り組みでありますが、ことしの取り組みにつきましては、これまでに131件の移住相談を受けて、

お相手をさせていいただいておりまして、このうち73件が中京圏からの御相談ということで、まこ

とに御指摘のとおり、中京圏が非常に多いということでございまして、実績としましては、16組26

名の方が、ここの手配、この交流移住推進協議会のいろいろなお手引きの中で、今年度、実際に郡

上市に移り住んでいただけたと。 

 そして、そこでは、やはり皆さんが郡上のこの歴史あるいは文化、そして、特に自然環境のすば
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らしいところを感じられて過ごしてみえることと、また一方では、そういう皆さんが新しい郡上に

おける、石徹白における子育て移住、それが水力発電になったり、新しい農産物の開発になったり

ということで、また、そういう移住者が、より郡上の持つ特性を生かした取り組みをしていってく

ださるなということでございます。 

 が、そういう皆さんの周辺には、ＮＰＯの地元の力強い地域づくりのグループがありまして、そ

こが力を出し合い、そして連携し合って、また支え合っていてくださるというふうなところを感じ

ております。 

 また、東京のほうにつきましても、東京郡上人会というものを大都市圏とのネットワークづくり

ということで立ち上げてまいりまして、昨年度、「ふるさと郡上を語る会」というものを開催をい

たしましたし、ことしも昨年度に引き続きまして、会員の獲得でありますとか、さらに大勢の皆さ

んとともに、「郡上おどりｉｎ青山」の際には交流会を開き、また、郡上のもみじのきれいなとき

に郡上にお越しをいただいて、そして、「ふるさと田んぼツアー」というものを企画をしていきた

いと思っております。 

 これも行く行くは、現在の交流を深めていただくことはもちろんですけれども、行く行くまたＵ

ターンをしていただくとか、あるいはいろいろな会社、企業の活動をこちらに目を向けていただく

と、あるいはふるさと寄附での応援をしていただくと、さまざまなそうしたことを願いながら、郡

上のよさを味わっていただくというふうな取り組みをしております。 

 また、もう一方では、地元の市民の皆さんに対しましては、例えば郡上学を初め、あるいは郡上

ふるさと考現学、さまざまな郡上のいいところをみんなで味わう、確かめ合う、そして学び合う、

そして伝えていこうと。こういうふうな講座を非常に多くつくっておりまして、教育委員会も学び

ネット郡上ということで、各戸配布のプログラムを配布したり、あるいは公民館活動でもさまざま

な場面でやっていただいておりますけれども、そんなようなことで、地元の魅力ある特徴を生かし

た地域づくりと、そして交流ということを通じて、皆が幸福を感じて、そして生きていけるような

郡上づくりと、そして活力のある、力のある郡上づくりということに向けて努力してまいりたいと

いうふうに思っております。 

 ちなみに、今回の広報で発表させていただきますけれども、宝島社が発行する田舎暮らしの本に

よりますと、もう、ここのとこ何度も郡上が出ておりまして、こうしたお迎えを、お世話をすると

ころでは１番、それから、全体の、いわゆる住みたい田舎ベストランキングにつきましては、全国

137自治体の中で５位ということで、上位にランクされておるということでございます。 

 ぜひ、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（７番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  鷲見馨君。 
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○７番（鷲見 馨君）  いろいろ鋭意努力はされておるところでございますけれども、経済や財政、

生活が楽になりゃ幸せじゃというような一方的な考え方も、あるいはあろうかと思いますけども、

そればっかりでなしに、やっぱり心の豊かさとか地域の安全・安心とか、そういうような市民の身

にも十分感謝できるような指導をしてもらえるなら、郡上を愛する市民をたくさんつくっていただ

きますことを、心から御期待を申し上げまして、私の質問を終わります。終わり。 

○議長（清水敏夫君）  以上で鷲見馨君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 渡 辺 友 三 君   

○議長（清水敏夫君）  続きまして、15番 渡辺友三君の質問を許可いたします。 

 15番 渡辺友三君。 

○１５番（渡辺友三君）  15番、渡辺です。 

 それでは、議長より許可いただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います   

                                            

                                 今回は１点だけ、地域企

業と地域での雇用ということにつきまして、御質問させていただきますが、先ほど来障害者雇用と

か、また、その後には４番議員のほうからも雇用問題と、もう一点は居住というようなことも出て

おりましたけれども、私は、特に今回のこの質問に関してましては、企業と雇用ということで質問

をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず最初になんですが、ことしはまだ３月ということできちんとしたその結果も出ておるわけは

ございませんので、ここ二、三年といいますか、そんなところの新卒者の動向ということで現状を

お伺いしたいと思いますけれども、進学、就職にと、多くの若者がそれぞれの道へと夢を抱いて歩

み出されておるところでございますが、地元に残って、そして生活、就職される方、また親元を離

れて新たな生活へと踏み出されておる方、いろいろあると思いますが、そこで、この郡上市のここ

数年間の現状、新卒者の就労状況はどのような状況なのか、お伺いをしたいと思います。 

 それには、やはり地元の企業で就職される方も、また逆に、自営業で自分のところの仕事を継が

れる方とか、いろいろあると思いますけれども、その点についてお伺いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○議長（清水敏夫君）  渡辺友三君の質問に答弁を求めます。 

 商工観光部長 山下正則君。 

○商工観光部長（山下正則君）  そうしましたら、過去数年間、二、三年間の新卒者の動向と現在の

就労状況、特に若者ということで御質問をいただいております。 

 まず、中学生でございます。これにつきましては、ハローワークからの聞き取りによりますが、



－１９０－ 

過去２年間、ここ２年間は、特に対象はございませんでした。ことしは１名対象者があったという

ことで、現在その方は市内外の数社の企業から就職先を選定されておるという状況でございまして、

まだ決定ではないようであります。 

 それから、次に高校はということでございますが、市内の高等学校の新卒者しかデータとしては

つかんでおりませんが、過去３年間の内定者数、これはハローワークのほうで市内高校生内定者調

査というものがございまして、そこで今つかんでおる数字でございます。市内高校生と申しますの

は、郡上高校生、郡上北高生、郡上特別支援学校生というものでございます。 

 順番に申し上げますと、平成23年度は110名の就職がございまして、うち市内が58名、県内が28

名、県外が24名というものでございます。 

 また、翌年24年度は100名ございまして、市内が56名、県内が22名、県外が22名と。 

 それから、平成25年度の現在の内定でございます。94名ということで、市内が52名、県内23名、

県外19名となっております。 

 これを率数に直しますと、市内への就職率については、23年度は52.7％、24年度は56.0％、25年

度が55.4％となりまして、就職する生徒の半数以上が市内で就職をしていただいておるという状況

がございます。 

 それから、大学、短期大学というお話でございますが、大学卒等の郡上市内の就職数については、

現在把握するすべがございませんもんですから、何でやと言いますと、必ずしも全てハローワーク

を通して就職ということはありませんもんですから、なかなか調査する手段がないということでご

ざいます。 

 状況はということで、ハローワークが今把握しております郡上市内の企業で、大学卒を求人した

件数について聞いてみましたら、平成25年度については14件の大卒枠の求人がありましたと。とこ

ろが、結果といたしまして、大卒であっても一般求人のほうに就職される場合がありますもんです

から、必ずしもその大学枠の応募を満たしたということではないということを聞いております。 

 それから、もう一つは、他地域と比較して、岐阜八幡ハローワーク管内では、大卒枠っていうの

は少ないということを聞いております。 

 それから、最後に、若者たちの現在の就労の状況ということが御質問でございました。これは、

若者たちと申しますと、仮に30歳未満ということで限定いたしまして、平成22年度の国勢調査の結

果のほうで見てみますと、常住による就労者数については、総数2,407名ございまして、うち自宅

で従業している人は102人、4.2％でございます。 

 それから、市内で従業している人は1,954人、81.2％で、ほとんどでございます。 

 それから、市外に通勤して従業している人、郡上市に住んでおって、外へ働きに通勤をしておる

方、これが337人で14％、あと残り不詳が14人で0.6％ということで、ほとんど大半の若い人たちは
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市内で働いておるという状況でございます。 

 以上でございます。 

（15番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  渡辺友三君。 

○１５番（渡辺友三君）  ありがとうございます。高校卒業生の約半分以上については、市内で就職

をしてくれるということで、大変いい傾向ではないかなというふうに思っておりますけれども、な

おさらこの数値を高めていけたらというふうに思うところでございますが。 

 もう少し視線を変えまして、やはり先の１月の成人式のインタビューなどを見ておりましても、

やはりいずれは郡上に戻って就職したいと、生活したいと答えてみえる若者があるわけなんですが、

都会で大学を卒業されて、都会で過ごされて、郡上へ、ふるさとへ帰ろうとした場合のその一旦就

職したとこの再就職っていいますか、郡上に帰ろうとした場合のその若者は、どのような方法でこ

の仕事を探して、郡上へ戻ってみえるのか。 

 そんなところで、やはりハローワークでのパソコンの画面で向き合ってこう検索されるのか、そ

して、家で親や知人、親戚等からのいろんな情報を得ながら探してみえるのかということだろうと

思うんですけれども、果たしてそれで十分な情報が、各企業の情報が得られているかどうかという

ことであります。 

 せっかく、今も出ておりましたように、田舎暮らしの本の中で子育てしたい町、老後に住み続け

たい田舎というようなことでベスト１に選ばれておる郡上でございますので、一つには帰って親と

同居しながら、また孫を親に面倒を見てもらいながら暮らしたいというような思いをしてみえても、

なかなか仕事がないことにはそんな夢もつかめないところでございまして、この若者の定住促進の

ためにも、行政として、特に地元企業の情報提供など、帰宅者といいますか、郡上へ戻られる方の

仕事探しを手伝う、そんな策はないか、お考えはないか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  商工観光部長 山下正則君。 

○商工観光部長（山下正則君）  ただいま、地元へ帰ってきたいという希望を持ってみえる方の職探

しの方法という御質問でございました。 

 議員冒頭言われましたように、基本的にはハローワークの、やっぱりパソコンで全国どこからで

も郡上市の情報が得られますもんですから、まずそれが一つ、今皆さんがやられておることであろ

うということを思っております。 

 それから、そのほかにいろいろな手段を我々も研究をして、試行錯誤をしておるわけでございま

す。例えばの例で申し上げますと、現在雇用対策協議会という組織がございまして、これは郡上市

でつくっておりますが、会員企業でありますとか、行政で言いますと市あるいは国の関係機関──

ハローワークも含めてでございます、それから商工会、あるいは学校、中学校、高校、特別支援学



－１９２－ 

校等々を含めた雇用を推進する組織をつくっておるわけでございますが、その雇用対策協議会の

ホームページでもって情報発信をしておりますし、その情報については市内企業の情報提供であり

ますとか、ハローワークの求人情報などを提供しておるわけでございます。 

 さらに、その協議会の中で、求職情報の提供を望む方の登録制度を持っておるわけなんです。そ

の登録制度につきましては、年に２回程度、登録された方に情報を流しておるわけでございますが、

その登録をしていただくという手段が、今は成人式の会場へお邪魔してＰＲをしたりとか、高校の

卒業の前に、学校のほうへチラシを持っていって説明をして、「ぜひ会員になってください」とい

ったことをお願いしておるわけなんですが、なかなかその登録の件数が伸びないというのが、今ち

ょっと悩みの種でございまして、これについては、親御さんたち、今後呼びかけを強化をしてまい

りたいというふうにして考えております。 

 また、もう一つは、毎年夏場の就職試験の前の時期になるんですが、７月ごろになろうかと思う

んですけど、年に１回市内の企業の参加を得まして、企業説明会というのを独自に開催をしており

ます。求職者が、企業の人事担当者から直接マンツーマンで話を聞けるという機会をつくっており

ます。 

 この説明会自体は好評なわけですが、その事前の告知でございます。これが、ホームページや

ケーブルテレビ、広報誌などを通じて「いついつやるよ」ということを行っておるわけなんですが、

これもまた、外におられる方については、やはりなかなか、当然広報誌も届きませんもんですから、

これもまた親御さんの協力をさらに得なければならないと。ですから、広報する場合も、親御さん

へ向けたような文面でもってＰＲをしていかなあかんというふうにして思っております。 

 ちなみに、この説明会については、23年度は13社で50名の方がお見えですし、24年度は14社が企

業側で42名の方がお見えですし、25年度は18社で50名の方がお見えという状況でございます。 

 以上でございます。 

（15番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  渡辺友三君。 

○１５番（渡辺友三君）  ありがとうございます。今、ハローワークでというような、それで備えて

くるんだというようなお話がございましたけれども、さっき１月に行われました郡上市未来経済懇

話会2014のときもですが、いろんな市内の14企業のトップの皆さん方との懇話会の席上でも、いろ

いろと若者の雇用について募集しても、なかなか応募はないなどの発言が多く出ておりました。 

 実際に、今回の、さっきも出ておりましたけれども、中国木材誘致のときにも、向こうの社長さ

んからは、「地元雇用、労働力は大丈夫ですよね」っていうような声が何度も出ておりましたけれ

ども、実際こうふたをあけてみると、なかなか思うようには集まっていないような状況でございま

す。 
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 実際に、その建物等あって、仕事、現場が見られないというのも、これ一つには、そんな人の集

まらない原因の一つかと思いますけれども、我々もこれまで多くの市民から、「郡上には仕事はな

いで、うちの子は都会で働かせるんや」とか、または例えば、「働き場をもっと郡上につくっとく

れよ」というような声を随分聞いてきたわけで、それで企業誘致ということにも本当に力を入れた

ところなんですけれども、現実には、その郡上市内の多くの立派な企業の内容が、今もちょっと部

長のほうからも出ておりましたけれども、親御さんには、なかなか理解されていない、認識されて

いないのでないかというようなことも思っておりますが、都会の企業の名前に、会社名にほれて、

こう行かれるというようなことが大いにあるんじゃないかと思っております。 

 親のほうも、やはり、「せっかく学校出たんやで、ちょっと、当分の間、下で就職しておいで

よ」とか、そんな言葉が安易に、どうも出ておるような現実があるのではないかと思っております

が、企業のほうでは、また逆に自分たちの会社のことは、本当に市民には認識されていないという

ような悩みも１月のときに発言されておったような状況でございますし、また、逆にハローワーク

しか自分とこの会社をＰＲするところはないのかっていうような言葉もあったのではないかという

ふうに思っておりますが、地元雇用を希望する企業と市民の地元の認識、その差を行政と、これは

商工会も含めてでございますが、一体となって、そこに企業も入って、何らかの策を講じるべきで

ないかと思っておりますけれども、その点について、何か妙案はないのか、お伺したいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  商工観光部長 山下正則君。 

○商工観光部長（山下正則君）  ただいま議員のほうから御紹介いただきました、１月30日に行った

事業でございまして、これは商工会と郡上市が共催して、郡上未来経済懇談会という名前でもって、

市内の中堅企業の14企業がお集まりいただきましたが、経営責任者との意見交換会を行っておると

ころでございます。 

 やはり今、先ほど言われましたように、企業というものは、市内の多くの企業、この14企業以外

のも含めてですが、市内の多くの企業が地元の方の雇用を求めておられるということは事実でござ

います。この懇談会の意見にかかわらず、ハローワークでもそういった意見がございます。 

 しかしながら、求人募集しても、必ずしも応募がないケースが現実としてございます。ある製造

業の工場長さんとお話した折にも、わざわざ高校へ行って説明して感触を得ても、実際応募がなか

った例は最近あるといったことも聞いております。 

 先ほど議員のほうからも御紹介ありましたように、企業も本当に応募が少なくて残念であると。

企業の姿は、なかなか市民の方に伝わってないんじゃないかということで、何らかの方法はないか

というような問いかけもされておるところでございます。 

 それで、先ほど協議会の話いたしましたが、雇用対策協議会のほうでは引き続きでございますけ

ど、今、郡上未来塾という名前でもって、高校３年生を対象とした企業担当者による説明会を、今、
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行っておって、大変高校生には好評でございます。 

 特に、昨年は、若手の企業家の方の声を座談会形式で高校性とお話をしていただいたら、大変高

校生のほうも刺激を受けて、ぜひ就職したいというようなお話も聞こえてきておるわけでございま

す。 

 それに加えまして、ことし平成26年度、新たに今計画しておりますのは、先ほどの未来経済懇談

会の経営責任者の方の御意見も踏まえた形で、企業紹介の番組が郡上ケーブルテレビを使ってでき

ないかということを今検討しております。 

 これは雇用対策協議会のほうで実際協議するわけでございますが、市内の高校生あるいは一般求

職者も当然その番組を見ていただくとともに、市外にお子様を持っておられる親御さんたちにも、

その企業紹介の郡上の特色ある企業をもう一度関心を持って見ていただきたいということを今考え

ております。 

 それが、そういうことをすることによって、気づいていただくと、市内にもこういう特色がある

企業があるといったことを気づいていただくというようなことも今考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

（15番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  渡辺友三君。 

○１５番（渡辺友三君）  地元雇用に対する企業の考えということも、今お聞きしたところでござい

ますが、企業の求める人材、先ほど４番議員の質問に市長公室長が「専門職は、郡上市は間に合っ

ておると。十分足りておる」というような答弁されておりましたけれども、どの企業も、やはり即

戦力を狙い、また、人材育成の難しさというものも口にしてみるところでありますけれども、一つ

には、中国木材の話、またしますと、北広島工場が１年何か稼働が遅れるときに、そこで雇用した

職員を本社の工場のほうへ出向させて、そちらで研修をさせて、北広島工場が稼働するときに戻し

たら、トップとして仕事についてくれたというようなことで、大変その辺を強調してみえましたけ

れども、そんな感じなら、やはり今回の長良川木材の雇用に関してもある程度の研修期間をつくり

たいというようなところが、そんなとこへつながっておるんでないかなというふうに思っておりま

すが、一つここで、こんなことができるのかなということで御提案といいますか、ちょっとお聞き

したいんですけれど、地元の優秀な企業として、学校、商工会、行政が協力し合って、夏の学校の

夏季休暇中に、体験での、体験というか１週間とか何かで、その企業の職場へ体験入社といいます

か、そんなことをして、やはりそこでのある程度の知識を持って就職をしてもらうと。そうするこ

とによって、離職率も下がる定着した雇用ができるのではないかなというふうなことも思うわけな

んですが、そんな取り組みはできないものか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  商工観光部長 山下正則君。 
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○商工観光部長（山下正則君）  即戦力を求める企業に対する何らかの施策という御質問でございま

す。 

 先ほども議員さんのほうから御意見がございました。やはり、即戦力を企業が欲しがってみえる

というのは事実でございまして、昨年から若手の新採の職員の即戦力になるためのセミナーを商工

会が企画いたしまして、希望する企業の新採の職員を集めて、新採職員セミナーを今実施をしてお

ります。大変それも成果が上がっておるということを聞いております。 

 それと、もう一つは、物づくりの関係で、即戦力と言いますと技術を持った方ということになり

ますもんですから、そういう技術を持った方を、なかなかその即戦力で雇うとなりますと、経営責

任者の方もいろいろ口に意見として出されますが、やはり高校生を育てていくということも、社内

で育てるということもまず一つでありますし、もう一つは、高等専門学校とか大学の技術を学んだ

方を募集をしたいということも言っておられます。 

 ただ、郡上市内にはそういったような学校がございませんもんですから、そうすると外に人材を

求めることになると。外に求める場合に、例えば市外で行われる企業説明会、これ例えばハロー

ワークが開催する就活応援セミナーといった、岐阜で開催したりとかそういうものはあるわけなん

ですが、そういったものについて、なかなか郡上市の企業の方は参加をされておらんような状況も

ありますもんですから、これも雇用対策協議会の中で、一つの提案として、していきたいというふ

うにして考えております。 

 それから、今議員のほうで御提言ございました企業でのインターンの研修ということも可能であ

ろうかと思いますもんですから、ただ、企業側の受け入れ態勢、これ企業のほうも事業の中でやっ

ておりますから、なかなかタイトなスケジュールの中でその部分を割いていかんならんということ

もありますもんですから、受け入れてくれる会社でありますとか、条件あるいは研修希望者の募集

体制でありますとか、そういったようなことを、課題を調整いたしまして、雇用対策協議会、商工

会と協議をいたしまして、まずは実施可能かどうかといったようなことも検討してまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

（15番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  渡辺友三君。 

○１５番（渡辺友三君）  ありがとうございます。今、やはり企業の雇用のＰＲということで、いろ

いろと行政が積極的にかかわることができないかというようなことでございますけれども、一つ、

他市では、そこの市のホームページを使った企業のＰＲも進められておるようなところでございま

すが、そんなことは、まだ今のところ郡上市ではないかなというふうに思っておりますけれども、

そんなことでの積極的かかわりはできないかなというふうに考えるところでございますが。 

 今、先ほど下へおりて、玄関のところで求人情報というのを、これ若干古いんですが、先ほど昼
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に戻ってきたときにはあって、この前の休憩時間に行ったら、もう既になかったということは、こ

の求人情報を下からどなたが持っててみえる、これをやはり求めてみえるということがわかるわけ

ですが、これは古い、１月23日からことしの２月５日までの処理分というようなことで、今ちょっ

とお借りしてきたんですが、この身近なところでの求人雇用の相談窓口が開けないものか。 

 ここで、これが１冊１冊といいますか、置いてある。それで、なんか図書館にもある、商工会に

もあるというようなことでありますけれども、もう少し身近なところで相談できるような対策はと

れないか、ハローワークまで行かな、これはいかんのかなと思うんですが、地元企業に関しては、

この辺をもう少し気軽に相談できるところは、そんな策は持っておられないかというふうに、積極

的な行政のかかわりを思うんですが、その点について、いかがお考えでしょうか。 

○議長（清水敏夫君）  商工観光部長 山下正則君。 

○商工観光部長（山下正則君）  行政の企業ＰＲといいますか、それの施策についての御質問であろ

うかと思います。 

 現在行っております情報発信につきましては、先ほどから何回も申し上げます、郡上市雇用対策

協議会、こちらのほうが平成25年４月から広報誌を通じまして、郡上未来通信というのはごらんに

なっておると思うんですが、その郡上未来通信という記事の中で情報提供を行っておりますし、市

外にお子様を出しておられる親御さんのほうへ、例えば先ほど言いました企業説明会参加への呼び

かけなんかも行っておるところでございます。 

 まず一つは広報誌でございますし、それから市のホームページの活用ということで、議員さんの

ほうから今御提案がございました。これについても、実際今のところはやっておりません。という

のは、民間サイドのものとオフィシャルといいますか、公の市政を示すホームページとの関係がご

ざいまして、直接民間と、民間の宣伝ということを誤解されるようなことがありますもんですから、

それについては、今まではやっておらなかったんですが、何とか今、求人情報の上にリンクするよ

うにバナーを張りつける形でリンクができないかということで、今庁内のほうで調整をしておりま

すもんですから、これについても前向きに、庁内のほうで情報提供のチャンネルをふやすように調

整をしてまいりたいというビジョンを持っております。 

 それから、もう一つは、先ほど申しましたように、ケーブルテレビを通じて企業の紹介番組をつ

くっていきたいということがございます。 

 それから、もう一つは、最後に窓口の関係でございます。窓口につきましては、やはり就職の情

報でございますもんですから、求人・求職情報でございますもんですから、法的制約がございまし

て、市のほうでやるとなると、それなりの手続を踏んでいかんならんということがございます。た

またまハローワーク岐阜八幡については、たまたま郡上市１市で１機関やもんですから、特に、今

のところは、我々にとっちゃ大きな支障は発生をしておらんなということは思っておりますが、こ
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れをまた、ハローワークのほうの現状もまたお伺いしながら検討してまいりたい、課題である事項

であると思っております。 

 以上でございます。 

（15番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  渡辺友三君。 

○１５番（渡辺友三君）  ありがとうございます。今までいろいろと担当部長にお伺いをしてきたと

ころでありますけれども、これから企業も地元で雇用がなければ、国内のどこか、県外とか、また

海外等へ転出というようなことも出てくるかとも思うんですが、やはり、この郡上市から一つでも

企業を減らさないということが一番大事でないかと思っております。 

 やはり、それには若者を地元で就職させる、労働力の確保が第一であろうかと思っておりますが、

都会で専門学校や大学卒業者、先ほど大学卒の幅がとか、いろいろ言われておりましたけれども、

やはりこの郡上というふるさとに、よその地の企業、職場よりも地元の企業を注目させるというよ

うなことも大変大事でないかというふうに思っております。 

 親にも、この郡上には立派な企業があるんやということを、そして医療制度も子育てにも十分制

度として、郡上市は整えておるよという、その辺のこともＰＲしながら、もう少し家族そろって郡

上を向かせるというような、そんな対策を講じていくべきでないかと思っておりますが、例えば親

と同居する居住がなければ優先して、住宅を、施策を進めるというようなことも必要になってくる

かなというふうに思っております。 

 とにかく、この若者を減少させない、せっかく郡上の住民である以上は郡上から出さないという

ようなことも、本当に必要なことでないかなというふうに思っておりますが、先日の９日の日の新

聞で、郡上市の消防団が増員で全国で表彰されたというような記事も載っておりましたけれども、

逆に言やあ、若者は足らずに、再編せんことには消防団機能が成り立っていかないところも２つほ

どあるというような八幡の方面隊、和良の方面隊、そんなところもあるというようなことも事実で

ございますので、やはりここでは、何がなんでも地域において、安心・安全な高齢化を迎える地域

で一人でも多くの若者を生活させるということが重要になってくるんじゃないかと思っております。 

 それで今、就職支援ということでありますけれども、きょうたまたま今朝の新聞、岐阜新聞、中

日新聞ともに出ておったんですが、就職支援36都道府県が拡充ということで、ハローワークの情報

活用で、岐阜や岩手など36都道府県が2014年度から就職支援の拡充に乗り出すというようなことで、

これには、やはり厚労省がこの９月からこの情報を希望する自治体に電子データで送って、内容は

毎日更新され、また地元企業の求人だけでも受け取ることができるというような、先ほどのけさの

新聞にこれ載っとったんですけれども、このことを活用しつつ、やはり市長、ここは、これからす

る人口減少、する、今叫ばれておる郡上市として、平成30年の人口努力目標、先ほども出ておりま
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したけれども、４万1,000人という目標を、やはり目指すがためには、市として積極的な企業誘致、

雇用を進めるべきでないかと思うわけですが、その点について、最後に市長、一言、前向きな御答

弁をお願いしたいと思います。 

○議長（清水敏夫君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  先日、３月１日だったと思いますが、私、郡上高校の卒業式に出席をいたし

ました。多分262名だったかと思いますが、卒業生いらっしゃって、そのうち就職者が26名という

ことで、いわば郡上高校の場合ですと、卒業生の９割が次の学校への進学者ということでありまし

た。 

 したがいまして、29名の方が、これもまた先ほど話がありましたように、市内、県内の市外ある

いは県外というような形でそれぞれ進まれると思うんですけれども、多くの方は、やはり今は一旦、

さらに上の学校へ行かれるという形で、高校よりさらに上の学校へ行かれるとすると、大学にしろ、

短大にしろ、専門学校にしろ、郡上には余りありませんので、恐らく高校卒業を機会にして、郡上

を離れられる方が多いと思います。自宅から、学校によっては通えるところもあるかもしれません

けども、そういうことですから、一生懸命、地元の郡上市内における雇用ということを情報発信し

ているんですが、なかなか届きにくいというのが実情であります。 

 そういうことでありますから、やはりあらゆる手段を使って、「郡上市にはこういう働き場所が

あるんですよ」ということを情報発信する必要があると思います。 

 それは、高校卒業までの中学・高校時代に十分、御当人にも認識をしていただくということと同

時に、やはり一旦そういうふうに高校を卒業されて、いよいよ就職ということを本格的に考えられ

るようになったときに、やはりそういう情報が届くようにと。それ一つのツールといいますか、そ

のルートは、やはり親御さんであるというふうに思っておりますし、私も、そのけさの新聞を見ま

したけれども、そういう新しい取り組みの中で、ハローワークとかそういうものと、その記事によ

りますと都道府県レベルなのか、あと市町村も含まれるのか、そういうこともちょっとわかりませ

んが、いずれにしろそういう形で我々も取り組んでいく必要があるというふうに思っております。 

 そういうふうに、今後とも従来の、もちろん法的な問題ありますけれども、そういうものがだん

だん弾力化されてくれば、そういう問題も取り組んでいけるんではないかと思いますし、また、御

指摘のように、郡上に帰ってくる場合の住居という問題はあると思います。郡上出身者に限らず、

今、市産材の木材を使った住宅に対する補助とか、いろいろやっておりますが、さらに、例えばＵ

ターンとか、Ｊターンとか、Ｉターンという若者向けのそういう住宅対策というものもあり得るの

かなとも思っておりますが、十分検討してまいりたいというふうに思います。 

（15番議員挙手） 

○議長（清水敏夫君）  渡辺友三君。 
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○１５番（渡辺友三君）  ありがとうございます。やはり、平成30年の人口４万1,000人以上を目指

して、より市長の手腕を振るっていただきたいと思います。 

 そんなことをお願いしながら、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（清水敏夫君）  以上で渡辺友三君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎散会の宣告   

○議長（清水敏夫君）  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会をいたします。各位には長時間にわたりまして御苦労さまでした。 

（午後 ３時４４分）  
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